
解題・資料

解題　中国「新聞記者証管理弁法」について

山 本　賢 二*

中国の「新聞記者証管理弁法」（『 』）はその名の通り「新聞記者証」を「管
理」する「弁法」である。中国において「弁法」（「 」）とは「国家行政主管部門がある法令、
条例を貫徹執行、あるいはある種の活動を進めるうえでの方法、段取、措置などに対して、具体的
規定を提起した法規的公文である」（「 」）であり、ここでの「国家行政主管部門」は同「弁法」
を制定した国家新聞出版総署（2013 年、国家新聞出版ラジオテレビ総局「 」
に改組）となる。

1．1989 年 4 月の「記者証を新たに確認発給することに関する新聞出版署の通知」と 1990 年 9
月の「記者証を新たに確認発給する業務を引き続き行うことに関する新聞出版署の通知

もとより、「記者証」は以前より存在してきたが、その具体的管理は 1989 年 4 月に出された「記
者証を新たに確認発給することに関する新聞出版署の通知」（『

』）とそれに続き 1990 年 9 月に出された「記者証を新たに確認発給する業務を引き続き行うこと
に関する新聞出版署の通知」（『 』）に始まる。
前者の「通知」下逹後、「確認発給」は 89 年 6 月 4 日の天安門事件を象徴とした民主化運動の影響
を受けた。その運動の中で「新聞の自由」を求めてデモを行った記者も少なくなく、その再登録が
一段落したのを待って、後者の「通知」が出されたのである。ただ、後者の「通知」につけられた

「説明」には「時事的定期刊行物の境界が割りと複雑なため、定期刊行物の社の記者証の確認発給
は今回は暫時行わない」としており、「89 民運」の余韻を感じさせる。

前者の「通知」は「一部の新聞単位は記者証の発給と使用の面で割と混乱しており、記者証を乱
発したり、記者証の形を変えた販売および不法分子が記者証を偽造、偽称使用し、それをひけらか
し人を騙すような情況さえ生まれている。ある非新聞機関も記者証を乱発し、社会的に悪い影響を
もたらしている。」として、「国内統一刊行物番号」を持つ新聞社、定期刊行物などの正式な記者、
編集以外にも、当該新聞単位の記者 100 人以上は 10%、同 100 人以下は 15% を超えない範囲で

「特約記者証」の発給を認めたが、「特約ライター」や「通信員」にはその発給を禁じた。また、後
者の「説明」にあるように各ラジオ局、テレビ局、ニュース映画製作所の記者証については、ラジ
オ映画テレビ部の「全国ラジオ映画テレビ系統の記者証を新たに確認発給することに関する具体的
弁法」（「 」）に従って行うことが示された。
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2．1998 年 4 月の「全国で統一的に記者証を更新することに関する通知」

こうした各新聞機関が独自の「記者証」を発給していた第一段階を経て、全国に統一された「記
者証」を発給する第二段階に入ったことを象徴するのが 1998 年 4 月に出された「全国で統一的に
記者証を更新することに関する通知」（『 』）である。

同「通知」は記者証の更新申請にあたって、記者の資格審査を記者の所属している関係機関に委
ねるとともに、「記者証受領登記表」と「記者証受領人員情況表」等の提出を義務づけた。また、

「記者証」の発給範囲も、通信社、ラジオ局、テレビ局、ニュース映画製作所にまで拡大し、「特約
記者証」についても規模に関係なく 15% にまで発給範囲を広げた。ただし、通信社、ラジオ局、
テレビ局、ニュース映画製作所は「特約記者証」を発給できないことが定められた。

そして、記者証には「新聞出版署によって統一的に印刷制作し番号をふる」とし、完全な国家管
理に移行した。

3．2001 年 6 月の「より一層記者証の管理を強化することに関する新聞出版総署の通知」

その後、2001 年に出された「より一層記者証の管理を強化することに関する新聞出版総署の通
知（『 』）はこれまで「全国 30 万の記者」に記者証
を発給しその使用や管理監督に成果を上げたが「当面、記者証の発給や使用の面でまだ程度の差は
あるが問題が存在している。一部の記者ではない者が記者証を所持したり、少数の記者は記者証を
使用し取材ではない活動を行ったり、個別の単位は私的に記者証を模造し、不法に記者証を売買し
さえするなどしている。これらの問題は記者の正常な取材に影響を与えるばかりでなく、ニュース
メディア、新聞記者の社会的イメージを損なう」として、管理を強化するよう呼びかけた。

その「通知」の「二」は「記者証は全国新聞単位の中の記者および取材業務を兼務する編集が正
常な取材活動を行う際にのみ使用されるものである。新聞単位とは『国内統一刊行物番号』に組み
入れられた新聞社、時事的定期刊行物、および国家の関係部門によって認可設立された通信社、ラ
ジオ局、テレビ局、ニュース映画製作所や関係単位を指す。記者証の使用者は新聞単位の正式な業
務人員の中のニュース取材編集業務に従事する記者、取材業務を兼務する編集、新聞単位および単
位内の編集部門の指導成員であるべきであり、その他の単位および個人は受領使用する権利はな
い。」と戒めている。

また、「六」では「記者証の使用期限は一般に五年とする。聘用制記者と特約記者の記者証使用
期限は二年とする。」として、記者証の期限を設定した。これにより、記者証は一度取得すればよ
いものではなく、五年ごとに受領の申請をしなければならなくなった。

さらに「九」では不正を行った者に対して「批判、通報批判、警告などの行政処罰を行い、情状
が重大な者には記者証を取り消すことができる。」という罰則規定も入れられた。

4．2003 年 12 月の「全国で統一的に新聞記者証を更新することに関する通知」

そして、2003 年には「全国で統一的に新聞記者証を更新することに関する通知」（『
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』）が出された。
「03 通知」は「一、発給範囲」の中で「1、新聞記者証の発給範囲は新聞機関の中で、下記の条

件を備える人員である：（1）国家法律法規、新聞紀律、新聞工作者職業道徳を遵守する；（2）大学
専科以上の学歴と国務院の関係部門を通じて認定されたニュース取材編集従業資格を備える；（3）
新聞機関編成内でニュース取材編集業務に従事、或いは新聞機関が正式に任用しニュース取材編集
業務に従事し、しかも、連続任用期間がすでに一年以上に達している。」として、「新聞記者証」の
受領申請資格を明示した。

また、同「一、発給範囲」では「新聞機関とは国家の関連行政部門に認可され設立された『国内
統一刊行物番号』に組み入れられた新聞、時事的定期刊行物の出版単位、通信社、ラジオ局、テレ
ビ局、ニュース映画製作所及びその他の関係単位を指す。その中では、時事的定期刊行物は新聞出
版総署によって認定される。ラジオ、テレビ新聞機関の認定は、国家ラジオ映画テレビ総局の関係
認可文書を根拠とする。」として、「新聞機関」の定義とその「認定」職責の所在を明確にした。

さらに、「四、使用、更新と抹消」においては、「3、新聞記者証は五年ごと一度統一して更新す
る。新聞機関の中の編成内におけるニュース取材編集人員については、その新聞記者証の有効期限
は 2008 年 12 月 31 日までとする。新聞機関によって正式に任用された非編成内のニュース取材編
集人員については、その新聞記者証の有効期限は任用契約期間と同じ。」とするとともに、「4、新
聞記者証は年度確認検証制度を実行する。年度確認検証に通らなかった新聞記者証は、発給機関に
よって抹消され、引き続き使用することはできない。」として「年度確認検証制度」の導入を明記
した。

これに加えて、「五、管理と監督」の「5」では「全国新聞記者証管理および確認検証ネットシス
テム」を通じて「社会の監督」を受けるべきことも明示された。

5．2005 年版「新聞記者証管理弁法」の制定

この「03 通知」がひな型になって 2005 年 3 月 1 日に施行されたのが「新聞記者証管理弁法」で
ある。その「第 1 章　総則」の第 1 条から第 4 条において「05 弁法」の制定目的、新聞記者証の
意義、発給方法、新聞機関の定義などがそれぞれ次のように明記されている。

第一条：新聞記者証の発給、使用及び管理を規範化し、新聞記者の正常的な取材活動を保障し、
新聞記者と社会公衆の合法的権益を守るために、《確実に留保する必要がある行政審査、認可項目
設定行政許可に対する国務院の決定》に基づきに本弁法を制定する。

第二条：全国新聞機関は統一された様式の記者証を使用し、証明書の名称は新聞記者証とする。
新聞記者証は我が国の新聞機関のニュース取材編集人員がニュース取材活動に従事する際に使用

する有効な業務身分証明書であり、新聞出版総署によって統一的に印刷、制作されるとともに審
査、発給される。

第三条：新聞記者証は新聞出版総署によって統一的に番号がふられるとともに、新聞出版総署
印、新聞記者証審査発給専用印、新聞記者証年度審査合格専用印及び当該新聞機関公印が押されて
はじめて有効となる。
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その他のいかなる単位あるいは個人も新聞記者証を制作、模造してはならず、特に取材の使用に
提供されるその他の正式な証明書を制作、発給してはならない。

第四条：本弁法の称するところの新聞機関とは、国家の関係行政部門に認可され出版許可書を受
けた新聞紙及び時事的定期刊行物出版単位及び通信社、ラジオ局、テレビ局、ニュース映画製作所
等ニュース取材、編集業務を備える単位を指す。その中では、新聞紙、時事的定期刊行物の出版単
位は新聞出版総署に認定される；ラジオ、テレビ新聞機関の認定は国家ラジオ映画テレビ総局の関
係認可文書を根拠とする。

また、第 10 条には解放軍と武装警察部隊系統を除き「全国新聞記者証管理および確認検証ネッ
トシステム」を通じて新聞記者証発給申請などを行うことが明示されると同時に、第 27 条には社
会の監督を受けるためにそのアドレスの公開も定められた。

さらに、第 11 条には新聞記者証申請資格要件が次のように明示された。

第十一条　新聞機関の中で新聞記者証を発給する人員は下記の条件を備えなければならない；
（一）国家の法律、法規および新聞工作者職業道徳を遵守する。
（二）大学専科以上の学歴および国務院関係部門に認定されたニュース取材、編集従業資格を備

える；
（三）新聞機関の編成内においてニュース取材、編集業務に従事する人員、あるいは新聞機関が

正式に任用しニュース取材、編集業務に従事し、しかも連続任用期間が 1 年以上に達する非編成内
人員。

本条の称するところの“新聞機関によって正式に任用されるとは、ニュース取材編集とその所在
新聞機関とが任用契約を結んでいることを指す。

そして、第 16 条には 5 年に一度更新を行うことが明記された。

6．2009 年版「新聞記者証管理弁法」の制定

上述の「05 弁法」を改定したのが 2009 年版「新聞記者証管理弁法」である。この 2009 年 10 月
15 日に施行された「09 弁法」の条文は「05 弁法」の 31 条から 40 条に増加している。新聞記者証
の発給申請手続きは基本的には「05 弁法」を踏襲している。「09 弁法」にはその第五条に新聞記者
が取材にあたって「法律の保護を受ける」とする次のような条文が加えられている。

第五条　新聞記者が新聞記者証を所持し法律に基づいて、ニュース取材活動に従事する場合、法
律の保護を受ける。各級人民政府及びその職能部門、業務人員は合法的ニュース取材編集活動に必
要的な利便と保障を提供するべきである。

いかなる組織あるいは個人も新聞機関およびその新聞記者の合法的な取材活動を妨害、阻害して
はならない。
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「05 弁法」においては第 13 条に「第十三条　…。新聞記者証所持者のニュース取材編集に従事
する合法的な権益は法律の保護を受ける。」とだけあったが、「09 弁法」は特に上掲の一条を設け
てニュース取材編集にあたって「法律の保護」が受けられることと「合法的な取材活動を妨害、阻
害してはならない。」ことを明示した点、この条文にある「法律の保護」が新聞記者の「権利」を

「保障」するいかなる法律を指しているのか不明であるものの、こうした文言が加えられたことは
中国の新聞工作者にとってひとつの「後ろ盾」ができたと言えるであろう。

また、第十八条には「ニュース報道の真実、全面、客観、公正を確保」すべきことなどが次のよ
うに明示された。

第十八条　新聞記者が新聞記者証を使用し、ニュース取材活動に従事する際は、法律規定と新聞
職業道徳を遵守すべきであり、ニュース報道の真実、全面、客観、公正を確保し、虚偽報道を編集
発信してはならず、虚偽のニュースを掲載放送してはならず、報道すべきニュースの事実を私的に
隠匿してはならない。

この「ニュース報道の真実、全面、客観、公正を確保」すべきという文言は中共中央宣伝部、国
家ラジオテレビ総局、新聞出版総署が 2005 年 3 月 22 日に合同で下達した「ニュース取材編集人員
従業管理に関する規定（試行）」（「 」）の「第 3 条」にあ
る「ニュース取材編集人員は真実、全面、客観、公正の原則を堅持し、ニュースの事実の正確を確
保しなければならない。真剣にニュースソースを確認し、虚偽で事実ではない報道を杜絶しなけれ
ばならない。ニュース報道はニュースメディアが掲載発信する時、実名制を実行しなければならな
い。すなわち作者の本当の氏名が署名されなければならない。…」と軌を一にしている。これは、
ニュース報道において「真実、全面、客観、公正」が「確保」されないと行政処罰を受けるという
ことを意味している。

さらに、この「09 弁法」は特に「責任」について「行政措置」の種類＝「（一）通報批判；（二）
公開での自己批判を命ずる；（三）是正を命ずる；（四）新聞記者証の使用を中止させる；（五）主
管単位、主宰単位に整頓改革の監督の責任を負わせる。」を明記した「第三十四条」から第三十八
条までそれぞれ細目を挙げて詳しく規定、厳格に対応することが明文化された。

7．2013 年 9 月の「ニュース取材編集人員職域研修を繰り広げることに関する通知」と『新聞記
者研修教材 2013』

2014 年に行われる新聞記者証更新の前に、国家新聞出版ラジオテレビ総局は 2013 年 9 月 25 日
に「ニュース取材編集人員職域研修を繰り広げることに関する通知」（

）を下達した。これはこれまで記者証更新の前に行われてきた「ニュース取材編集人員
資格研修」（ ）の継続であり、新聞記者証
の更新にあたって、研修を行い、それに合格することが必要要件の一つになっているからである。

この「13 通知」はその「一」で「研修目的」を次のように定義している。
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全面的にニュース取材編集人員の全体的素養を向上させるために、ニュース取材編集人員が真剣
に職責を履行し、それにより自覚をもってマルクス主義の新聞観を堅持、社会主義の核心的価値観
を打ち立て、自覚して新聞法規規定を遵守、自覚して新聞職業道徳を遵守する良い風紀をつくりだ
し、よりよく人民に奉仕、社会主義に奉仕、全党全国の大局に奉仕させるよう教育し、導く。

その「研修内容」については「国家新聞出版ラジオテレビ総局が組織編集した『新聞記者研修教
材 2013』とそれにセットで制作した 6 集のテレビ教学ビデオを主とし、それには『中国の特色を
備えた社会主義』、『マルクス主義新聞観』、『新聞倫理』、『新聞法規』、『ニュース取材編集規範』お
よび『虚偽ニュース防止』の 6 テーマとわが国の主要新聞法規規定および新聞単位管理規範を含
む。」としている。

そして、研修は新聞記者証所持者 30 人以上の新聞機関は当該機関が行い、それ以下は主管行政
単位が行い、少なくとも 18 時間の確保が求められるとともに、試験による研修考課の合格者は新
聞記者証の更新申請が認められるとしている。

これまでは、例えば 2003 年には必読書として新聞出版総署研修センターが編集し、中国大百科
全書出版社から出版された『ニュース取材編集人員資格研修学習用書』が指定され、参考書として

『新聞理論教程』（高等教育出版社）が推薦されていた（ ：《
》（ 、 ）。

：《 》，（ ）。（
2003 1 10 ）が、今回 2014 年度の更新では初めて国家新聞出

版ラジオテレビ総局によって『新聞記者研修教材 2013』という統一教材がつくられたことが特筆
される。その教材は「…2013」とあるところから、次回の新聞記者証更新に当たっても「…2018」
として国家新聞出版ラジオテレビ総局が作成することになるのであろう。

なお、『新聞記者研修教材 2013』は上下二冊本（738 頁）で人民出版社から 2013 年 9 月に出版さ
れた。同「教材」は「研修課程」、「学習参考資料」、「新聞単位取材編集管理規範」、「練習問題」と
いう四つの部分からなり、「研修課程」は前述の「『中国の特色を備えた社会主義』、『マルクス主義
新聞観』、『新聞倫理』、『新聞法規』、『ニュース取材編集規範』および『虚偽ニュース防止』」の 6
テーマで構成されている。「学習参考資料」には関係法規、「新聞単位取材編集管理規範」には実際
のニュース報道にあたっての「規範」が説明されている。そして、「練習問題」には「問題」とと
もに解答も示されている。

その中でも特に「規範」部分（「 ）pp.579-631）はわれわれにとって中国
のニュース報道を解析する上で参考価値が高い。そこには 1「ニュース取材編集人員職業規範」（

pp.581-596）、2「ニュース取材編集および出版の工程管理規定」（
pp．596-602）、3「ニュースメディアおよび取材編集人員ウェイボー使用規定」

（ pp．603-608）、4「案件報道管理規定」（
pp．608-612）、5「財経報道管理規定」（ pp．612-616）、6「国際報道管理規定」

（ pp.616-617）、7「編集校閲管理規定」（ PP．617-622）、8「メディ
ア広告掲載発信管理規定」（ pp．622-626）、9「新聞単位秘密保護管理規定」
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（ pp．626-631）が掲載されている。これらの「規範」と「規定」はすべて
が同書の「編者」が人民日報をはじめ中国のメディアの「内部管理規定」を参考にして作られたも
のである。

例えば、「国際報道管理規定」であるが、その冒頭に「メディアの国際報道を規範化するために、
編者は人民日報社、新華社など中央の新聞単位の内部管理規定を参考とし、特に以下の国際報道規
範を制定し、業種内の参考に供する。」として 13 条からなる「規定」を載せている。

その「第一条」は「国際報道は国家利益を擁護することを自らの任務とし、適時、正確に世界各
国の各領域の重要な情報を伝え、深く掘り下げて国際情勢と動向を解析し、努力して中国の視座を
体現、中国の理念を伝え、中国の声を発するべきである。」（ ，

、 ， ， 、
、 。）、「第二条」は「国家の外交の大局に従い、奉仕するという原則を遵守す

る。正確、鮮明に我が国政府の重大事件、重要問題に対する立場と観点を表現し、わが国の外交政
策と国際情勢を正しく認識するように社会公衆を導く。」（ 。

、 、 ，
。）、そして、「第三条」は「国内国際二つの大局を一つにまとめるという原則を遵守す

る。国内国際二つの輿論場と結び付けて、対外的な輿論の導き、輿論闘争を強化するとともに、国
内公衆の心理と需要を重点的に考慮し、内外が結び付き、効果的に呼応することを実行する。」（

， 、 ，
， 、 。）としており、「中国の視座」、「中国の

理念」、「中国の声」、中国「政府」の「立場と観点」を伝え、中国の「外交政策と国際情勢を正し
く認識するように社会公衆を導く。」とともに、「対外的な輿論の導き、輿論闘争を強化する」よう

「規定」し、中国モデルの国際報道の在り方を明示している。
もとより、「人民日報社、新華社など中央の新聞単位の内部管理規定」など公開されるはずもな

い中で、それを「参考」にしてつくられたこうした「規定」は今後における中国の「国際報道」分
析にあたっての第一の資料となるであろう。

8．2014 年 7 月の「2014 年新聞記者証更新に関する通知」

直近の「2014 年新聞記者証更新に関する通知」（「 」）と「2014
年新聞記者証更新実施弁法」（「2014 」）は上記の「09 弁法」に準拠して
いるが、新聞記者証の更新にあたって新たな条件が加えられている。それは新聞記者証更新申請資
格要件の一つに「秘密保護誓約書」と「職務行為情報秘密保護取り決め」が加えられたことであ
る。
「14 通知」は新聞記者証更新資格要件のなかで「（5）新聞機関と秘密保護誓約書および職務行為

情報秘密保護取り決めに署名する。」とあり、その内容について「秘密保護誓約書と職務行為情報
秘密保護取り決めとは新聞機関が『国家秘密保護法』、『労働契約法』および『新聞従業人員職務行
為情報管理弁法』などの関係規定に合わせ、ニュース取材編集人員と署名した秘密保護誓約書と職
務行為情報秘密保護取り決めを指している。秘密保護誓約書と職務行為情報秘密保護取り決めは
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ニュース取材編集人員の職務行為情報の権利の帰属、使用規範および違約責任を明確にし、ニュー
ス取材編集人員に国家秘密を保護し、国家利益を擁護することを求め、当該単位の許可なくして職
務行為情報を勝手に発表してはならず、職務行為情報を利用して不法な利益を得ようとしてはなら
ないことを明らかにしなければならない。」としている。

こうした新聞記者の職務行為における秘密保護条項は新聞記者証管理の「09 弁法」が今後改定
される際に加えられ、明文規定されることになろう。

なお、この「14 通知」とともに「2014 年新聞記者証更新実施弁法」（「2014
」）も下逹されている。

9．2014 年 10 月の「インターネットニュースサイトにおける新聞記者証確認発給に関する通知」

国家新聞出版ラジオテレビ総局と国家インターネット情報弁公室によって 2014 年 10 月 21 日に
下達された「インターネットニュースサイトにおける新聞記者証確認発給に関する通知」（ 于在
新 网站核 新 者 的通知）はこれまで伝統メディアの「ニュース取材編集人員」だけに発給
されていた新聞記者証をインターネットのウェブサイトにまで拡大するものであり、インターネッ
トという新興メディアに流される情報を伝統メディアと同じように管理するための措置である。
「各省、自治区、直轄市新聞出版放送テレビ局、インターネット情報弁公室、新疆生産建設兵団

新聞出版局、インターネット情報弁公室、中央と国家機関各部委、各民主党派、各人民団体新聞機
関主管単位、中央インターネットニュースサイト」にあてた同「通知」は「インターネットニュー
スサイトの編集記者隊列の建設を強化し、隊列全体の素養を向上させるため、中央の関係要求に基
づき、…すでにインターネットニュース情報サービス許可一類資質を取得するとともに条件に合致
したインターネットニュースサイトの中で『周密に実施し、時期を分け類別ごとに、穏当かつ順序
だって、管理できコントロールできる』という原則に従って新聞記者証を確認発給することを決定
した。」とし、「受領申請範囲」を「国家インターネット情報弁公室に認可され、インターネット
ニュース情報サービス許可一類資質を取得するとともに条件に合致したインターネットニュースサ
イトの中で、ニュース取材編集業務に専業として従事している在職人員。」であることを明示する
と同時に、「受領申請条件」についても下記の要件を備えることが規定された。

（1）国家の法律、法規および新聞工作者職業道徳を遵守する。
（2）インターネットニュースサイトの編成内あるいは正式に任用され、専業としてニュース取材

編集に従事し一年以上のニュース取材編集業務経歴をもつ。
（3）大学専科以上の学歴を備える。
（4）国家インターネット情報弁公室の交付した「インターネットニュース取材編集研修合格証」

あるいは新聞出版ラジオテレビ行政部門が交付した職業資格証を得ている。

「受領申請手順」については「中央のインターネットニュースサイトの新聞記者証を受領申請す
る人員は、国家インターネット情報弁公室の審査承認を受けた後、国家新聞出版ラジオテレビ総局
によって承認発給される。地方のインターネットニュースサイトの新聞記者証を受領申請する人員
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は、所在地の省級インターネット情報主管部門と省級新聞出版ラジオテレビ武門の審査承認を受け
た後、国家インターネット情報弁公室へ報告再審査後、国家新聞出版ラジオテレビ総局によって承
認発給される。」としており、「国家インターネット弁公室」を通じて、「国家新聞出版ラジオテレ
ビ総局」が発給することが明示されている。そして、「受領申請期間」を「2015 年 1 月から適時条
件に合致したインターネットニュースサイトの新聞記者証受領審査承認発給工作を組織する。」と
している。

この「通知」は伝統メディアと新興メディアの融合を目指す習近平体制の情報管理強化の一環で
あり、最終的にはすべてのインターネットにおけるニュース取材編集活動を新聞記者証を所持する
ものだけに限定することにつながるものである。

10．中国の記者（新聞工作者）をめぐる現況

「百度」によると、2012 年 11 月 5 日現在、中国で新聞記者証を所持しているニュース取材編集
人員は合計 248101 人であり、そのうち新聞紙、定期刊行物の記者が 105942 人、ラジオ、テレビ、
通信社などのメディアの記者が 142159 人となっており、男女比は男性記者 140684 人、女性記者
107417 人で 57 対 43 となっている。
（http://baike.baidu.com/view/689073.htm?fr=aladdin）
2014 年の新聞記者証更新は 7 月 15 日から始まり、10 月 30 日で終わったが、これより先、

「2013 年から現在までに、不法行為によって 216 社が処分され、49 記者ステーションと 14455 にの
ぼる記者証が取り消された。」（ ）と伝えられている。

この記者証が取り消された数（14455）を 2012 年の記者証所持者の数（248101）で割ると 5.82％
の記者が不正を働いたことになる。わずか 1 年間にこれだけ多くの記者の不正が摘発されている。
これは以前のデータと比較しなければ断言できないものの、習近平体制になってから情報管理が強
化されるようになったことと無関係ではないであろう。

その反映が、現地の新聞工作者協会によって実験的につくられている「新聞道徳委員会」なるも
のであり、同委員会は 2013 年に河北、上海、浙江、山東、湖北の五か所に試験的につくられた後、
2014 年には北京、黒竜江、福建、江西、河南、湖南、広東、四川、貴州、陝西にまで拡大してい
る。

中央の指示によって設置された同委はその名の通り「新聞道徳」を監視する「自律」機関であ
る。河北省新聞道徳委員会によって 2013 年 5 月 21 日につくられた河北省新聞道徳委員会規程（

）は第一条に「河北省新聞道徳委員会は省の新聞業種の職業道徳建設を強
化する上での自律監督機関である。」とし、先進モデルの推奨とともにその職責の一つとして、

には「社会各界の新聞機関および新聞従業人員の職業道徳喪失行為に対する摘発と訴えを受理
する。」が挙げられている。そして、その組織については に「道徳委員会委員は河北省新聞
業種代表と広範な代表性を備える社会各界の人士によって担当され、各関係単位による推薦で誕生
し、任期は五年。…」とある。

当面、実験段階にあるこの新聞道徳委員会がいかなる発展を遂げるのか注目したいが、「新聞工
作者職業道徳準則」（『ジャーナリズム & メディア』6 号（2013.3）「解題中国『新聞工作者職業道
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徳準則』pp.137-177 参照）があるにもかかわらず、こうした委員会を設置し「監視」しなければな
らないほど中国の新聞工作者の「職業道徳」が劣化しているのかも知れない。「劣化」の当否はさ
ておき、彼らの職業としての活動空間にもう一つの枠がはめられたことは確かである。

なお、本解題は本誌「海外研究動向」の拙稿「中国の国家秘密保護と情報管理強化」を併読され
ると理解が深まるものと思う。

ここでは 2005 年に初めて制定された「新聞記者証管理弁法」と改定を経た 2009 年版の「新聞記
者証管理弁法」、その「弁法」理解に資するため「05 弁法」制定前の「全国で統一的に新聞記者証
を更新することに関する通知」と最新の「インターネットニュースサイトにおける新聞記者証確認
発給に関する通知」（「 」）を試訳した。

翻訳は本学大学院新聞学研究科博士前期課程在籍の陳淳美恵、黄慧作、金芳舟、雷佳、デギドル
マ、周冠喬が行った。そのうち、黄慧作が「全国で統一的に新聞記者証を更新することに関する通
知」、デギドルマが 2005 年版「新聞記者証管理弁法」、陳淳美恵と周冠喬が 2009 年版「新聞記者証
管理弁法」の訳文の整理に当たった。表記が無いものについては筆者が試訳した。

訳語については可能な限り統一を図ったが、一部不備もあるかも知れない。その場合は原文を参
照されたい。また、「 」という中国語についてはニュース生産の過程すべてを包括する広義の

「報道」と狭義の「ニュース」の意味を含むと同時に、「新聞学」から派生した「ジャーナリズム」
や「マスコミ」というマクロの概念を含むことさえある。そのため、文脈に応じて訳語を選択した
が、「新聞機関」などそのまま「新聞」としたところが多い。もちろん、「報道機関」、「マスコミ機
関」などに読み替えられてもかまわない。また、日本語としては「新聞記者証」より「報道記者
証」が適訳ではないかとも考えたが、一つの固有名詞ととらえ、そのまま「新聞記者証」とした。
ちなみに「新聞記者証」は英語では「PRESS CARD」とされている。

・・・・・・・・・・・・・
資料

1．「全国で統一的に新聞記者証を更新することに関する通知」

（原文）
于全国 一 新 者 的通知

2003 年 12 月 05 日

各省（自治区、直 市）新 出版局，新疆生 建 兵 新 出版局，解放 政治部宣 部新
出版局，中央各新 位，中央国家机 刊管理部 ：

保障新 者的正常采 活 ， 新 者的合法权益，切 加强 新 者 件的管理和社
会 督，决定从 2003 年 11 月起 一 全国新 机 的 者 。 将有 事 通知如下：
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一、 放范

1、新 者 的 放范 是新 机 中具 下列条件的人 ：（1）遵守国家法律法 、新 律，
遵守新 工作者 道德；（2）具 大学 科以上学 以及 国 院有 部 定的新 采 从
格；（3）在新 机 制内从事新 采 工作，或 新 机 正式聘用从事新 采 工作、且 聘
用 已达一年以上。

新 机 是指 国家有 行政部 批准 立的 入“国内 一刊号”的 、新 性期刊的出版
位、通 社、广播 台、 台、新 影制片厂及其它相 位。其中，新 性期刊由新 出版
署 定。广播、 新 机 的 定，以国家广播 影 局的有 批准文件 依据。
“ 新 机 正式聘用”指新 采 人 与所属新 机 有合法 聘用合同。

2、下列人 不 新 者 ：（1）新 机 中党 、行政、后勤、 、广告、工程技 等非采
位工作人 ；（2）新 机 以外的工作人 ，包括 新 机 提供稿件或 目的通 、特 撰

稿人、特 者， 或兼 新 机 采 新 稿件的党政机 、企事 等 位的工作人 以及其
他社会人 ；（3）教学 、高等学校校 工作人 ；（4）非新 性期刊以及无新 采
的其他期刊工作人 ；（5）在新 采 活 中因 法或因 受 重 的人 。

从事登 新 的互 网站采 人 不 放新 者 。

二、 件 式

1、全国新 机 使用 一 式的 者 ， 件名称 “新 者 ”。取消特 者 。
2、新 者 由新 出版 署 一印制。其他任何 位或个人不得制作或仿制新 者 ，不得

制作、 放 供新 采 使用的其它正式 件。
3、新 者 由新 出版 署 一 号， 件 号 附件。
4、新 者 印有新 出版 署国徽章、“新 者 核 用章”、“新 者 年 用章”

和本新 机 印，方 有效 件。

三、 核和 放

1、新 者 核 放工作 行 一 、分 、 格把 的原 。
2、新 出版 署 全国新 者 核 工作。
3、各符合新 者 放范 的新 机 ，按照新 者 放条件 其新 采 人 行 格
核。
4、中央新 机 主管部 核所属新 采 人 格后，向新 出版 署申 并 取新 者
。
5、省和省以下新 机 主管部 核所属新 采 人 格后，向所在地省 新 出版局申 、
取 者 并一律向新 出版 署 案。
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地（市、盟） 有独立建制新 出版局的，所属新 机 新 采 人 格 地（市、盟）新
出版局 核后， 省 新 出版局。

6、新 机 依照有 定 批准 立的 者站， 者站新 采 人 格由其新 机 核，主
管部 同意，并 者站登 地省 新 出版局核准。 者站新 者 由 者站所属新 机 向有

机 取并 放。
根据中央治理党政部 刊散 和利用 权 行工作 小 部署，2003 年 12 月 31 日前，
全国 刊 者站 行全面清理整 并重新 核登 。清理整 工作 束前， 不 放 者站 者
。
7、 政宣 部新 出版局 解放 和武警部 （不含 防、消防、警 部 ）新 机 者

的 工作，并向新 出版 署 案。
8、除解放 和武警部 （不含 防、消防、警 部 ）系 外，新 者 申 、 核和 放工

作 一通 新 出版 署“全国新 者 管理及核 网 系 ” 行，具体 法 附件。

四、使用、更 和注

1、新 者 是新 采 人 依法从事新 采 工作 使用的身份 明，在正常新 采 中 主
向采 象出示。
2、新 者 不得 借或涂改。不得用于以下活 ：（1） 性活 ；（2）非 行 ；（3）“有
新 ”及其他 反新 道德的活 ；（4）其他 活 。
3、新 者 每五年 一 一次。新 机 中 制内的新 采 人 ，新 者 的有效期截

止到 2008 年 12 月 31 日。 新 机 正式聘用的非 制内新 采 人 ，新 者 有效期与其聘
用合同期相同。

4、新 者 行年 制度。未通 年 的新 者 ，由 机 注 ，不得 使用。
5、新 者 持有者离 本新 机 或采 位，新 机 及 收回其新 者 ，并立即向

机 理注 手 。
6、新 者 因 、残破等原因无法 使用，由新 机 持原 到 机 更 新 ，原新

者 号同 作 。
7、新 机 因工作需要 新 者 ，按本《通知》第三条 定的程序 理。
8、新 机 撤消，新 者 同 作 ，由主管 位收回，由 机 注 。

五、管理和 督

1、国 院及各省、自治区、直 市新 出版行政部 新 机 新 者 放、使用和年
行 督管理， 反有 定的新 机 、新 采 人 予以批 、通 、警告，情 重的可

吊 其新 者 。
2、新 机 的主管 位 履行 所属新 机 新 者 的申 核和 范使用的管理 任，
反有 定的新 机 、新 采 人 行 理，情 重的，可申 吊 其新 者 。
3、新 机 履行 所属新 采 人 格 核及新 者 申 、 放、使用和管理 任，并
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新 者 持有者的采 活 行 督管理。 新 机 擅自 大 者 放范 、私自仿制或使
用无效 者 的，要追究新 机 及其 人 任。新 机 解除与所属采 人 系，未及
向 机 理新 者 注 手 的，承担由此引起的法律后果。新 机 未按要求 行新 者

年 的，由 机 注 其全部新 者 。
4、新 者 持有者 遵守新 工作有 管理 定及新 道德。 以新 道 名从事向采

象索取不当利益、有 新 或强拉广告等 重 和 反 道德行 的新 采 人 ，由
机 吊 其新 者 。

5、新 者 持有者从事新 采 活 接受社会 督。被采 者可通 “全国新 者 管理
及核 网 系 ”， 明新 者 真 ，并 新 者 持有者的 行 予以 。新 机

接到 真 ，一 ， 按有 程序向 机 申 吊 其新 者 。
被采 者 使用假冒新 者 的，可及 向有 行政管理部 、新 机 和公安机 告。
6、根据国家 委、 政部《 于 整 者 收 准的通知》（ 价格 [2003]132 号）， 者 工本

每 10 元； 者 工本 全部上 中央国 ， 行“收支 条 ”管理。各地各部 要 格
行有 定，不得截留或加价。

7、此次 一 者 工作，于 2003 年 11 月 始。2004 年 1 月 1 日起全国 一 用新的新
者 ，旧 作 。各新 机 在 取新 者 后， 向社会声明新 者 式，同 宣布旧 者
作 。

（日訳）
全国で統一的に新聞記者証を更新することに関する通知（2003 年 12 月 5 日）

各省（自治区、直轄市）新聞出版局、新彊生産建設兵団新聞出版局、解放軍総政治部宣伝部新聞
出版局、中央各新聞単位、中央国家機関紙誌管理部門：

新聞記者の正常な取材活動を保障し、新聞記者の合法的権益を擁護し、新聞記者の証明書に対す
る管理と社会監督を着実に強化するため、2003 年 11 月から統一的に全国新聞機関の記者証を更新
することを決定する。ここに、関係事項について以下のように通知する：

一、発給範囲

1、新聞記者証の発給範囲は新聞機関の中で、下記の条件を備える人員である：（1）国家法律法
規、新聞紀律、新聞工作者職業道徳を遵守する；（2）大学専科以上の学歴と国務院の関係部門を通
じて認定されたニュース取材編集従業資格を備える；（3）新聞機関編成内でニュース取材編集業務
に従事、或いは新聞機関が正式に任用しニュース取材編集業務に従事し、しかも、連続任用期間が
すでに一年以上に達している。

新聞機関とは国家の関連行政部門に認可され設立された「国内統一刊行物番号」に組み入れられ
た新聞、時事的定期刊行物の出版単位、通信社、ラジオ局、テレビ局、ニュース映画製作所及びそ
の他の関係単位を指す。その中では、時事的定期刊行物は新聞出版総署によって認定される。ラジ
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オ、テレビ新聞機関の認定は、国家ラジオ映画テレビ総局の関係認可文書を根拠とする。
「新聞機関によって正式に任用された」とは、ニュース取材編集人員で、その属する新聞機関と

合法的労働任用契約にサインした者を指す。
2、下記の人員には新聞記者証は発給しない：（1）新聞機関の中の党務、行政、後勤、経営、広

告、エンジニアリングなど非取材編集職域の業務人員；（2）新聞機関以外の業務人員であり、新聞
単位に原稿、あるいは番組を提供する通信員、特約ライター、特約記者、専任或いは兼務で新聞機
関のために、ニュース原稿を取材編集する党政機関、企業事業などの単位の業務人員及びその他の
社会人員を含む；（3）教育補習類の新聞、高等教育機関の学内新聞の業務人員；（4）非時事的定期
刊行物及びニュース取材編集業務のない、その他の定期刊行物の業務人員；（5）ニュース取材編集
活動の中において法律に違反したことによって、あるいは法規に違反、紀律に違反し厳しく罰せら
れた人員。

ニュースを掲載する業務に従事しているインターネットウェブサイド取材編集人員には暫時新聞
記者証を発給しない。

二、証明書様式

1、全国新聞機関は統一された様式の記者証を使用する、その証明書の名称は「新聞記者証」と
する。特約記者証は廃止する。

2、新聞記者証は新聞出版総署によって統一的に印刷制作される。その他のいかなる単位或いは
個人も新聞記者証を制作或いは模造してはならず、ニュース取材に使用することに特に提供するそ
の他の正式な証明書も制作、発給してはならない。

3、新聞記者証は新聞出版総署によって統一的に番号がふられる、証明書の番号を振る規則は付
属文書を参考せよ。

4、新聞記者証は新聞出版総署国章、「新聞記者証審査発給専用印章」、「新聞記者証年度検査専用
印章」及び当該新聞機関の公印がスタンプされて、始めて有効な証明書となる。

三、審査確認と発給

1、新聞記者証の審査確認発給業務は統一的な指導、クラス別に責任を負い、厳格にチェックす
るという原則を実行する。

2、新聞出版総署は全国の新聞記者証の審査確認発給業務の責任を負う。
3、新聞記者証発給範囲に合致した各新聞機関は、新聞記者証の発給条件に合わせて、その

ニュース取材編集人員に対し厳格な審査確認を行う。
4、中央の新聞機関は主管部門によってそれに所属するニュース取材編集人員の資格が審査確認

されたのち、新聞出版総署に新聞記者証の申告と受領を行う。
5、省と省以下の新聞機関は主管部門によってそれに所属するニュース取材編集人員の資格が審

査確認されたのち、所在地の省級新聞出版局に記者証の申告、受領をおこなうとともに、すべて新
聞出版総署の記録に留める。
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地区（市、盟）で独立した組織としての新聞出版局を設置しているものは、所属新聞機関の
ニュース取材編集人員の資格については地区（市、盟）新聞出版局の審査確認を受けなければなら
ず、その後に省級新聞出版局に報告する。

6、新聞機関が関係規定によって認可を経て設置した記者ステーション、その記者ステーション
のニュース取材編集人員資格はその新聞機関の審査確認を受け、主管部門の同意を得るとともに、
更に記者ステーション登記地の省級新聞出版局の承認を経る。記者ステーションの新聞記者証は記
者ステーション所属新聞機関によって関係証明書発給機関から、それを受領するとともに発給が行
われる。

党政部門の新聞刊行物の混乱状態と職権を利用しての発行を整理する中央の業務調整指導小グ
ループの配置に基づいて、2003 年 12 月 31 日以前に、全国の新聞刊行物記者ステーションに全面
的な整理整頓を行うとともに、改めて審査確認登記を行う。整理整頓業務の終了前には、記者ス
テーションの記者証の発給は暫時行わない。

7、総政治部宣伝部新聞出版局は解放軍と武装警察部隊（国境防衛、消防、警備部隊を含まず）
の新聞機関記者証の更新業務の責任を負うとともに、新聞出版総署へ記録に留める。

8、解放軍と武装警察部隊（国境防衛、消防、警備部隊を含まず）系統以外は、新聞記者証の申
請、審査確認及び発給業務は統一的に新聞出版総署の「全国新聞記者証管理および確認検証ネット
システム」を通じて行う。具体的方法は付属文書を参考せよ。

四、使用、更新と抹消

1、新聞記者証はニュース取材編集人員が法に従ってニュース取材活動に従事する時に使用する
身分証明であり、正常なニュース取材において主体的に取材対象に提示すべきである。

2、新聞記者証は貸与したり改竄してはならない。以下の活動に用いてはならない：（1）経営的
活動；（2）非職務行為；（3）「有償ニュース」及びその他の新聞職業道徳に違反する活動；（4）そ
の他の規則規律に違反する活動。

3、新聞記者証は五年ごと一度統一して更新する。新聞機関の中の編成内におけるニュース取材
編集人員については、その新聞記者証の有効期限は 2008 年 12 月 31 日までとする。新聞機関に
よって正式に任用された非編成内のニュース取材編集人員については、その新聞記者証の有効期限
は任用契約期間と同じ。

4、新聞記者証は年度検査制度を実行する。年度検査に通らなかった新聞記者証は、発給機関に
よって抹消され、引き続き使用することはできない。

5、新聞記者証所持者が当該新聞機関或いは取材編集職域を離れる時は、新聞機関は適時にその
新聞記者証を回収するとともに、即時発給機関に抹消の手続きを取るべきである。

6、新聞記者証は汚損、破損などの原因によって引き続き使用できなくなった場合は、新聞機関
は原本を持って発給機関に行き新しい新聞記者証と交換する。元の新聞記者証番号はこれと同時に
廃棄される。

7、新聞機関は業務の必要によって新聞記者証を再受領するが、本「通知」の第三条に規定され
た手順によって取扱う。
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8、新聞機関が解散した場合は、新聞記者証も同時に廃棄され、主管単位によって回収され、発
給機関によって抹消される。

五、管理と監督

1、国務院及び各省、自治区、直轄市新聞出版行政部門は新聞機関の新聞記者証の発給、使用及
び年度検査に対して監督管理の責任を負い、関係規定に違反した新聞機関、ニュース取材編集人員
に対し批判、通報、警告を与え、情状が重大な者についてはその新聞記者証を取消す。

2、新聞機関の主管単位はその所属新聞機関の新聞記者証の申請受領、審査確認及び規範的使用
に対する管理責任を履行し、関係規定に違反した新聞機関、ニュース取材編集人員に対して処理を
行うべきであり、情状が重大な者については、その新聞記者証の取消を申請することができる。

3、新聞機関は所属ニュース取材編集人員の資格審査確認及び新聞記者証の申請、発給、使用及
び管理責任を履行し、新聞記者証所持者の取材活動に対し、監督管理を行うべきである。新聞機関
が勝手に記者証の発給範囲を拡大したり、私的に効力のない記者証を模造或いは使用したものは、
新聞機関及びその指導者の責任を追究しなければならない。新聞機関は所属取材編集人員との労働
関係を解消し、適時に発給機関に新聞記者証の抹消手続きの処理を行わなかった場合は、それに
よって引き起こされる法律的結果について責任を負う。新聞機関が要求に合わせて新聞記者証の年
度検査を行わなかった場合、発給機関によってその全ての新聞記者証は抹消される。

4、新聞記者証所持者は新聞工作の関係ある管理規定及び新聞職業道徳を遵守すべきである。
ニュース報道を名目にして取材対象に対して不当な利益、有償ニュース或いは強引な広告取りをし
た時などの重大な規定紀律違反及び職業道徳違反行為のあったニュース取材編集人員に対しては、
発給機関によってその新聞記者証が取消される。

5、新聞記者証所持者はニュース取材活動に従事する時、社会の監督を受けるべきである。被取
材者は「全国新聞記者証管理および確認検証ネットシステム」を通じて、新聞記者証の真偽を明確
するとともに、新聞記者証所持者の規定紀律違反行為に対しては、これを摘発する。新聞機関は摘
発を受けた時、真剣に調査を組織し、事実が明らかになれば、関係手続きに合わせて、発給機関に
対し、その新聞記者証の取消を申請すべきである。

被取材者は偽の新聞記者証の使用を発見したならば、適時に関係行政管理部門、新聞機関及び公
安機関に報告することができる。

6、国家計画委員会、財政部「記者証費用受領基準調整に関する通知」（計価格 [2003]132 号）に
基づき、記者証原価は一枚 10 元とする；記者証原価は全部中央国庫に上納され、「収支二つのライ
ン」管理を実行する、各地各部門は厳格に関係規定を執行しなければならず、お金を留保或いは引
き上げではならない。

7、今回の記者証の統一更新業務は、2003 年 11 月から始める。2004 年 1 月 1 日から全国統一に
新しい新聞記者証の使用が開始され、旧記者証は廃棄する。各新聞機関は新聞記者証を受領したの
ち、社会に向けて新記者証の様式を明らかにし、同時に旧記者証の廃棄を宣言しなければならな
い。
（陳淳美恵、黄慧作、金芳舟、雷佳、デギドルマ、周冠喬　翻訳・黄慧作　整理）
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2．2005 年版「新聞記者証管理弁法」

（原文）
《新 者 管理 法》

第一章　 　

第一条　 范新 者 放、使用及管理，保障新 者的正常采 活 ， 新 者和社
会公 的合法权益，根据《国 院 需保留的行政 批 目 定行政 可的决定》，制定本 法。

第二条　全国新 机 使用 一 式的 者 ， 件名称 新 者 。
新 者 是我国新 机 的新 采 人 从事新 采 活 使用的有效工作身份 件，由新 出

版 署 一印章制并核 。

第三条　新 者 由新 出版 署 一 号，并加盖新 出版 署印章章、新 者 核 用
章、新 者 年度 核 用章和本新 机 印章方 有效。

其他任何 位或者个人不得制作、仿制新 者 ，不得制作、 放 供采 使用的其他正式
件。

第四条　本 法所称新 机 ，是指 国家有 行政部 批准 得出版 可 的 和新 性期刊
出版 位以及通 社、广播 台、 台、新 影制片厂等具有新 采 的 位。其中，

、新 性期刊的出版 位由新 出版 署 定；广播、 新 机 的 定，以国家广播 影
局的有 批准文件 依据。

第二章　 核与 放

第五条　新 出版 署 全国新 者 的核 工作。

第六条　中央 位所 新 机 主管部 核所属新 机 采 人 格条件后，向新 出版
署申 、 取新 者 。

第七条　省和省以下 位所 新 机 主管部 核所属新 采 人 格条件后，向所在地
省、自治区、直 市新 出版行政部 申 、 取新 者 ，由省、自治区、直 市新 出版行政
部 向新 出版 署 案。

第八条　 者站的新 采 人 格条件由 立 者站的新 机 核，主管部 同意，并
者站登 地省、自治区、直 市新 出版行政部 核准，由 立 者站的新 机 分 向新 出版
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署或者省、自治区、直 市新 出版行政部 申 、 取新 者 。

第九条　解放 政治部宣 部新 出版局 解放 和武警部 （不含 防、消防、警 部 ）
新 机 者 的 核 放工作，并向新 出版 署 案。

第十条　除解放 和武警部 （不含 防、消防、警 部 ）系 外，新 者 申 、 核和
放工作 一通 新 出版 署的“全国新 者 管理及核 网 系 ” 行。

第十一条　新 机 中 新 者 的人 具 下列条件：
（一）遵守国家法律、法 和新 工作者 道德；
（二）具 大学 科以上学 和 国 院有 部 定的新 采 从 格；
（三）在新 机 制内从事新 采 工作的人 ，或者 新 机 正式聘用从事新 采 工作且

聘用 已达 1 年以上的非 制内人 。
本条所称“ 新 机 正式聘用”，是指新 采 人 与其所在新 机 有聘用合同。

第十二条　下列人 不 新 者 ：
（一）新 机 中党 、行政、后勤、 、广告、工程技 等非采 位的工作人 ；
（二）新 机 以外的工作人 ，包括 新 位提供稿件或 目的通 、特 撰稿人、特

者， 或兼 新 机 采 新 稿件的其他人 ；
（三）教学 、高等学校校 工作人 ；
（四）受 刑事 的人 。

第三章　使用与更

第十三条　新 采 人 从事新 采 工作必 持有新 者 ，并 在新 采 中主 向采
象出示。

新 者 持有者从事新 采 的合法权益受法律保 。

第十四条　新 者 不得用于以下活 ：
（一） 性活 ；
（二）非 行 ；
（三） 反法律 定的活 ；
（四） 反新 道德的活 。

第十五条　新 者 只限本人使用，不得 借或者涂改。

第十六条　新 者 每 5 年 一 1 次。新 者 的具体 法由新 出版 署另行制
定。
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新 机 中 制内的新 采 人 的新 者 有效期 5 年。 新 机 正式聘用的非 制内新
采 人 的新 者 有效期与其聘用合同期相同。

第十七条　新 者 行年度 核制度。新 者 年度 核 法由新 出版 署另行制定。
未通 年度 核的新 者 ，由 机 注 ，不得 使用。

第十八条　新 者 持有者离 本新 机 或者采 位，新 机 及 收回其新 者 ，
并立即向 机 理注 手 。

第十九条　新 者 因 、残破等各 原因无法 使用，由新 机 持原 到 机 更
新 ，原新 者 号同 作 。

第二十条　新 者 因 失需要 的，由新 机 在适当媒体上公告 1 周后，到 机 申
新 ，原新 者 号同 作 。

第二十一条　新 机 因工作需要 新 者 ，按照本 法第二章 理。

第二十二条　新 机 撤 ，其申 的新 者 同 作 。 新 机 的主管 位 收回作
的新 者 ，交由 机 注 。

第二十三条　采 国内、国 重大活 ，活 主 位制作的一次性 采 件必 随新 者
一同使用。

第四章　 管与 任

第二十四条　新 出版 署和各省、自治区、直 市新 出版行政部 新 机 的新 者
放、使用和年度 核 行 督管理。

第二十五条　新 机 的主管 位 履行 所属新 机 新 者 的申 核和 范使用的管理
任，依法 反本 法的新 机 、新 采 人 行 理， 情 重的，向 机 申 注

其新 者 。

第二十六条　新 机 履行 所属新 采 人 格条件 核及新 者 申 、 放、使用和
管理 任，并 新 者 持有者的采 活 行 督管理。

新 机 其所属新 者 持有者 法 行 的 ， 及 理， 情 重的，
向 机 申 注 新 者 。
新 机 解除与所属采 人 系，未及 到 机 理新 者 注 手 的，承担由此
生的法律后果。
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新 机 未按新 出版 署或者各省、自治区、直 市新 出版行政部 定 行新 者 年度
核的，由 机 注 其全部新 者 。

第二十七条　新 机 在其所属媒体上公布“全国新 者 管理及核 网 系 ”的网址，方
便社会公 新 者 ，并接受 督。

第二十八条　新 者 持有者 遵守有 法律 定和新 道德，不得以新 道 名从事有
新 、强拉广告或者向采 象索取不正当利益。

第二十九条　被采 者以及社会公 可以 新 者 持有者的新 采 活 予以 督，可以通
“全国新 者 管理及核 网 系 ” 明新 者 真 ，并 新 者 持有者的 法 行

予以 。

第三十条　新 机 、新 采 人 反本 法，由新 出版 署或者省、自治区、直 市新 出
版行政部 予以警告，情 重的，注 新 者 。

新 机 擅自 大新 者 放范 、私自仿制或者使用无效 者 的，由新 出版 署或者
省、自治区、直 市新 出版行政部 令其改正， 予 3 万元以下的 款，并建 其主管 位 予
其主管 人党 政 分。

第五章　附　

第三十一条　本 法自 2005 年 3 月 1 日起施行。本 法生效前 布的与本 法不一致的其他 定
同 不再 行。

（日訳）

第一章　総則

第一条：新聞記者証の発給、使用及び管理を規範化し、新聞記者の正常な取材活動を保障し、新
聞記者と社会公衆の合法的権益を守るために、《確実に留保する必要がある行政審査、認可項目設
定行政許可に対する国務院の決定》に基づきに本弁法を制定する。

第二条：全国新聞機関は統一された様式の記者証を使用し、証明書の名称は新聞記者証とする。
新聞記者証は我が国の新聞機関のニュース取材編集人員がニュース取材活動に従事する際に使用

する有効な業務身分証明書であり、新聞出版総署によって統一的に印刷、制作されるとともに審
査、発給される。

第三条：新聞記者証は新聞出版総署によって統一的に番号がふられるとともに、新聞出版総署印
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章、新聞記者証審査発給専用印章、新聞記者証年度審査合格専用印章及び当該新聞機関公印章が押
されてはじめて有効となる。

その他のいかなる単位あるいは個人も新聞記者証を制作、模造してはならず、特に取材の使用に
提供されるその他の正式な証明書を制作、発給してはならない。

第四条：本弁法の称するところの新聞機関とは、国家の関係行政部門に認可され出版許可証を受
けた新聞紙及び時事的定期刊行物出版単位及び通信社、ラジオ局、テレビ局、ニュース映画製作所
等ニュース取材、編集業務を備える単位を指す。その中で、新聞紙、時事的定期刊行物の出版単位
は新聞出版総署に認定される；ラジオ、テレビ新聞機関の認定は国家ラジオ映画テレビ総局の関係
認可文書を根拠とする。

第二章　審査、確認と発給

第五条　新聞出版総署は全国の新聞記者証の確認、発給の責任を負う。

第六条　中央の単位が運営しているところの新聞機関については主管部門の所属新聞機関が取
材、編集人員の資格条件を審査、確認した後、新聞出版総署に新聞記者証の申告と受領を行う。

第七条　省と省以下の単位が運営している新聞機関について主管部門が所属新聞機関のニュース
取材、編集人員の資格条件を審査確認した後、所在地の省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門に
申告し、新聞記者証を受領し、省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門は新聞出総署へ記録に留め
る。

第八条　記者ステーションのニュース取材、編集人員の資格条件については当該新聞機関によっ
て審査、確認され、主管部門が同意するとともに、記者ステーションの登記地の省、自治区、直轄
市の新聞出版行政部門の審査、認可を経て、当該記者ステーションを設立した新聞機関によってそ
れぞれ新聞出版総署あるいは省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門に申告し、新聞記者証を受領
する。

第九条　解放軍総政治部宣伝部新聞出版局は解放軍と武装警察部隊（国境防衛、消防、警備部隊
を含まず）の新聞機関記者証の審査、確認、発給の責任を負い、あわせて新聞出版総署へ記録に留
める。

第十条　解放軍と武装警察部隊（国境防衛、消防、警備部隊を含まず）系統以外は、新聞記者証
の申請、審査、確認及び発給業務を統一的に新聞出版総署の「全国新聞記者証管理および確認検証
ネットシステム」を通じて行う。

第十一条　新聞機関の中で新聞記者証が発給される人員は下記の条件を備えなければならない；
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（一）国家の法律、法規および新聞工作者職業道徳を遵守する。
（二）大学専科以上の学歴及び国務院関係部門に認定されたニュース取材、編集従業資格を備え

る；
（三）新聞機関の編成内においてニュース取材、編集業務に従事する人員、あるいは新聞機関が

正式に任用しニュース取材、編集業務に従事し、しかも連続任用期間が 1 年以上に達する非編成内
人員。

本条の称する所の「新聞機関によって正式に任用される」とは、ニュース取材編集人員とその所
在新聞機関とが任用契約を結んでいることを指す。

第十二条　下記の人員には新聞記者証を発給しない；
（一）新聞機関の中の党務、行政、後勤、経営、広告、エンジニアリング等非取材編集職域の業

務人員；
（二）新聞機関以外の業務人員であり、新聞単位に原稿あるいは番組を提供する通信員、特約ラ

イター、特約記者、専任あるいは兼務で新聞機関のためにニュース原稿を取材、編集するその他の
人員；
（三）教育指導類の新聞紙、高等教育機関の学内新聞の業務人員；
（四）刑事処罰を受けたことがある人員；

第三章　使用と更新

第十三条　ニュース取材、編集人員がニュース取材活動に従事するとき新聞記者証を所持しなけ
ればならず、あわせてニュース取材編集の中で主体的に取材対象に提示すべきである。

新聞記者証所持者のニュース取材編集に従事する合法的な権益は法律の保護を受ける。

第十四条　新聞記者証は下記の活動に用いてはならない；
（一）経営的活動
（二）非職務行為
（三）法律に違反する活動
（四）新聞職業道徳に違反する活動

第十五条　新聞記者証は本人に限り使用されるもので、貸与したり改竄してはならない。

第十六条　新聞記者証は、5 年ごと 1 度統一して更新する。新聞記者証更新の具体的な手続きは
新聞出版総署によって別に定められる。

新聞機関の中の編成内におけるニュース取材編集人員の新聞記者証の有効期間は 5 年とする。新
聞機関によって正式に任用された非編成内のニュース取材編集人員については、その新聞記者証の
有効期限は任用契約期間と同じ。
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第十七条　新聞記者証は年度審査確認制度を実行する。新聞記者証年度審査確認方法は新聞出版
総署により別に定められる。

年度審査確認に通らなかった新聞記者証は、発給機関によって抹消され、引き続き使用すること
はできない。

第十八条　新聞記者証の所持者は当該新聞機関或いは取材編集職域を離れる時は、新聞機関は適
時にその新聞記者証を回収するとともに、即時発給機関に抹消手続きをとるべきである。

第十九条　新聞記者証が汚損、破損などの原因によって引き続き使用できなくなった場合は、新
聞機関は原本を持って発給機関に行き新しい記者証と交換する。元の新聞記者証番号はこれと同時
に廃棄される。

第二十条　新聞記者証が遺失によって再受領が必要な時、新聞機関によってしかるべきメディア
に 1 週間公示した後、発給機関に行き新しい記者証の再受領申請をする、元の新聞記者証番号はこ
れと同時に廃棄される。

第二十一条　新聞機関が業務の必要によって新聞記者証を再受領する時、本弁法の第二章に合わ
せて処理する。

第二十二条　新聞機関が解散した場合はその申請受領された新聞記者証は同時に廃棄される。当
該新聞機関の主管単位は廃棄された新聞記者証の回収の責任を負い、発給機関によって抹消され
る。

第二十三条　国内、国際的重要な活動を取材する時、活動主催単位が制作した一回きりの臨時取
材証明書は必ず新聞記者証とともに使用しなければならない。

第四章　監督、管理と責任

第二十四条　新聞出版総署及び各省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門は新聞機関の新聞記者
証の発給、使用および年度審査確認の監督管理の責任を負うこと。

第二十五条　新聞機関の主管単位はその所属の新聞機関の新聞記者証の申請受領、審査確認およ
び規範的使用に対する管理責任を履行し、法律に基づいて本弁法に違反した新聞機関、ニュース取
材、編集人員に対し処理を行うべきであり、情状が重大なものについては、発給機関にその新聞記
者証抹消の申請を行う。

第二十六条　新聞機関は所属ニュース取材編集人員の資格条件の審査確認および記者証の申請、
発給、使用および管理責任を履行し、新聞記者証所持者の取材活動に対し、監督管理を行うべきで
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ある。
新聞機関はその所属新聞記者証所持者の法律違反、紀律違反行為の摘発に対し、適時に調査、処

理を組織すべきであり、情状の重大なものに対しては、発給機関に対し新聞記者証の抹消、申請を
行うべきである。

新聞機関は所属取材編集人員との労働関係を解消したのに、適時に発給機関に新聞記者証の抹消
手続きの処理を行わなかった場合は、それによって引き起こされる法律的な結果について責任を負
う。

新聞機関が新聞出版総署あるいは各省、自治区、直轄市の新聞行政部門の規定に従って新聞記者
証の年度審査確認を行わない場合、発給機関によってその全ての新聞記者証は抹消される。

第二十七条　新聞機関はその所属のメディア上に「全国新聞記者証管理および確認検証ネットシ
ステム」のウェブサイトを公布し、社会公衆がチェックできるように利便を与えるとともに、監督
を受けさせるべきである。

第二十八条　新聞記者証所持者は関係法律規定および新聞職業道徳を遵守すべきであり、ニュー
ス報道の名目によって有償ニュースに従事、強引に広告を取ったりあるいは取材対象に不当な利益
を求めてはならない。

第二十九条　被取材者および社会公衆は新聞記者証所持者のニュース取材活動に対して監督をす
ることができ、「全国新聞記者証管理および確認検証ネットシステム」を通じて、新聞記者証の真
偽を明確にするとともに、新聞記者証所持者の法律違反、規律違反に対し、これを摘発する。

第三十条　新聞機関、ニュース取材編集人員が本弁法に違反した場合、新聞出版総署あるいは
省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門によって警告が行われ、情状の重大なものは新聞記者証を
抹消する。

新聞機関が勝手に新聞記者証の発給範囲を拡大したり、私的に模造あるいは無効新聞記者証を使
用した場合、新聞出版総署あるいは省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門によってその改善が命
じられ、3 万元以下の罰金が課せられるとともに、その主管部門に対しその主管責任者へ党紀政紀
処分を行うよう提案する。

第五章　附　則

第三十一条　本弁法は 2005 年 3 月 1 日から実行される。本弁法が発効前に本弁法と一致しない
他の規定と同時に執行されることはない。

（陳淳美恵、黄慧作、金芳舟、雷佳、デギドルマ、周冠喬　翻訳・デギドルマ　整理）

3．2009 年版「新聞記者証管理弁法」
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（原文）
中 人民共和国新 出版 署令第 44 号

《新 者 管理 法》已 2009 年 7 月 10 日新 出版 署第 2 次署 会 通 ， 予公布，自
2009 年 10 月 15 日起施行

新 出版 署 署  柳斌杰
二〇〇九年八月二十四日

新 者 管理 法

第一条　 范新 者 的管理，保障新 者的正常采 活 ， 新 者和社会公 的合
法权益，根据有 法 和国 院决定，制定本 法。

第二条　本 法适用于新 者 的申 、核 、使用和管理。
在中 人民共和国境内从事新 采 活 ， 持有新 出版 署核 的新 者 。

第三条　新 者 是新 者 身份的有效 明，是境内新 者从事新 采 活 的唯一合
法 件，由新 出版 署依法 一印制并核 。

境内新 机 使用 一 式的新 者 。

第四条　本 法所称新 者，是指新 机 制内或者 正式聘用， 从事新 采 位工
作，并持有新 者 的采 人 。

本 法所称新 机 ，是指 国家有 行政部 依法批准 立的境内 出版 位、新 性期刊出
版 位、通 社、广播 台、 台、新 影制片厂等具有新 采 的 位。其中， 、新

性期刊出版 位由国 院新 出版行政部 定；广播、 影、 新 机 的 定，以国 院广
播 影 行政部 的有 批准文件 依据。

第五条　新 者持新 者 依法从事新 采 活 受法律保 。各 人民政府及其 能部 、
工作人 合法的新 采 活 提供必要的便利和保障。

任何 或者个人不得干 、阻 新 机 及其新 者合法的采 活 。

第六条　新 者 由新 出版 署 一 号，并 印新 出版 署印章、新 者 核 用
章、新 者 年度核 和本新 机 （或者主 位） 印方 有效。
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其他任何 位或者个人不得制作、仿制、 放、 售新 者 ，不得制作、 放、 售 供采
使用的其他 件。

核

第七条　新 出版 署 全国新 者 的核 工作，省、自治区、直 市新 出版行政部
核本行政区域新 机 的新 者 。

第八条　新 者 由新 机 向新 出版行政部 申 取。申 新 者 由新 机 如
填写并提交《 取新 者 登 表》、《 取新 者 人 情况表》以及每个申 人的身份 、

、从 格 （培 合格 ）、 合同 印件等申 材料。

第九条　新 机 中 取新 者 的人 同 具 下列条件：
（一）遵守国家法律、法 和新 工作者 道德；
（二）具 大学 科以上学 并 得国 院有 部 定的新 采 从 格；
（三）在新 机 制内从事新 采 工作的人 ，或者 新 机 正式聘用从事新 采 位工

作且具有一年以上新 采 工作 的人 。
本条所称“ 新 机 正式聘用”，是指新 采 人 与其所在新 机 有 合同。

第十条　下列人 不 新 者 ：
（一）新 机 中党 、行政、后勤、 、广告、工程技 等非采 位的工作人 ；
（二）新 机 以外的工作人 ，包括 新 位提供稿件或者 目的通 、特 撰稿人，

或兼 新 机 提供新 信息的其他人 ;
（三）教学 、高等学校校 工作人 以及没有新 采 的期刊 人 ；
（四）有不良从 的人 、被新 出版行政部 吊 新 者 并在 期限内的人 或者受
刑事 的人 。

第十一条　中央 位所 新 机 主管部 核所属新 机 采 人 格条件后，向新 出版
署申 新 者 ，由新 出版 署批准后 放新 者 。

第十二条　省和省以下 位所 新 机 主管部 核所属新 机 采 人 格条件后，向所
在地省、自治区、直 市新 出版行政部 申 新 者 ，由省、自治区、直 市新 出版行政部

核并 新 出版 署批准后， 放新 者 。
其中，地、市、州、盟所属新 机 申 新 者 地、市、州、盟新 出版行政部 核

后， 省、自治区、直 市新 出版行政部 。

第十三条　 者站的新 采 人 格条件 立 者站的新 机 核，主管部 同意后，向
者站登 地省、自治区、直 市新 出版行政部 申 新 者 ，由省、自治区、直 市新 出
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版行政部 核并 新 出版 署批准后， 放新 者 。
在地、市、州、盟 立的 者站，申 新 者 当地新 出版行政部 逐 核后， 省、

自治区、直 市新 出版行政部 。
新 机 者站的新 者 注明新 机 及 者站名称。

第十四条　解放 政治部宣 部新 出版局 解放 和武警部 （不含 防、消防、警 部
）新 机 新 者 的 核 放工作，并向新 出版 署 案。

第十五条　除解放 和武警部 （不含 防、消防、警 部 ）系 外，新 者 申 、 核、
放和注 工作 一通 新 出版 署的“全国新 者 管理及核 网 系 ” 行。

更

第十六条　新 采 人 从事新 采 工作必 持有新 者 ，并 在新 采 中主 向采
象出示。

新 机 中尚未 取新 者 的采 人 ，必 在本新 机 持有新 者 的 者 下 展
采 工作，不得 独从事新 采 活 。

第十七条　新 机 非采 位工作人 、非新 机 以及其他社会 或者个人不得假借新 机
或者假冒新 者 行新 采 活 。

第十八条　新 者使用新 者 从事新 采 活 ， 遵守法律 定和新 道德， 保新
道真 、全面、客 、公正，不得 虚假 道，不得刊播虚假新 ，不得徇私 匿 道的新

事 。

第十九条　新 采 活 是新 者的 行 ，新 者 只限本人使用，不得 借或者涂改，
不得用于非 活 。

新 者不得从事与 者 有 的有 服 、中介活 或者兼 、取酬，不得借新 采 工作从
事广告、 行、 助等 活 ，不得 或者参股广告 公司，不得借新 采 活 牟取不正当利
益，不得借 督 行敲 勒索、打 等 用新 采 权利的行 。

第二十条　新 者与新 机 解除 系、 离本新 机 或者采 位， 在离 前主 交
回新 者 ，新 机 立即通 “全国新 者 管理及核 网 系 ”申 注 其新 者

，并及 将收回的新 者 交由新 出版行政部 。

第二十一条　新 者 因 、残破等各 原因无法 使用，由新 机 持原 到 机 更
新 ，原新 者 号保留使用。
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第二十二条　新 者 失后，持 人 立即向新 机 告，新 机 立即 理注 手 ，
并在新 出版 署或者省、自治区、直 市新 出版行政部 指定的媒体上刊登 失公告。

需要重新 新 者 的，可在刊登公告一周后到 机 申 新 ，原新 者 号同
作 。

第二十三条　新 机 撤 ，其原已申 的新 者 同 注 。 新 机 的主管 位 收回
作 的新 者 ，交由 机 。

第二十四条　采 国内、国 重大活 ，活 主 位可以制作一次性 采 件， 采
件的 放范 必 新 者 的合法持有人，并随新 者 一同使用。

第二十五条　新 者 每五年 一 一次。新 者 的具体 法由新 出版 署另行制
定。

督

第二十六条　新 出版 署和各省、自治区、直 市新 出版行政部 以及解放 政治部宣 部
新 出版局 新 者 的 放、使用和年度核 等工作 行 督管理。

各 新 出版行政部 新 者在本行政区域内的新 采 活 行 督管理。
新 出版行政部 根据 掌握的 法事 ，建立不良从 人 档案，并适 公 。

第二十七条　新 机 的主管 位 履行 所属新 机 新 者 的申 核和 范使用的管理
任，加强 所属新 机 及其新 者 展新 采 活 的 督管理。

第二十八条　新 机 履行 所属新 采 人 格条件 核及新 者 申 、 放、使用和
管理 任， 新 者的采 活 行 督管理， 有 法行 的新 者 及 理。

新 机 建立健全新 者持 上 培 和在 培 制度，建立健全用工制度和社会保障制度，
及 符合条件的采 人 申 新 者 。

新 机 不得聘用存在 虚假 道、有 新 、利用新 道 取不正当利益、 法使用新 者
等不良从 的人 。

第二十九条　新 机 每年 定期公示新 者 持有人名 和新申 新 者 人 名 ，在其
所属媒体上公布“全国新 者 管理及核 网 系 ”的网址和 ，方便社会公 核 新

者 ，并接受 督。

第三十条　被采 人以及社会公 有权 新 者的新 采 活 予以 督，可以通 “全国新
者 管理及核 网 系 ”等途径核 新 者 、核 者身份，并 新 者的 法行 予以

。
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第三十一条　新 者涉嫌 法被有 部 立案 的，新 出版 署可以 其涉嫌 法的情形，
通 “全国新 者 管理及核 网 系 ”中止其新 者 使用，并根据不同情形依法 理。

第三十二条　新 者 行年度核 制度，由新 出版 署和各省、自治区、直 市新 出版行
政部 以及解放 政治部宣 部新 出版局分 中央新 机 、地方新 机 和解放 及武警
部 （不含 防、消防、警 部 ）新 机 新 者 的年度核 工作。

新 者 年度核 每年 1 月 始，3 月 15 日前 束，各省、自治区、直 市新 出版行政部
和解放 政治部宣 部新 出版局 在 3 月 31 日前，将年度核 告 新 出版 署。

新 机 未按 定 行新 者 年度核 的，由 机 注 其全部新 者 。

第三十三条　新 者 年度核 工作由新 机 自 ，填写《新 者 年度核 表》， 主管
位 核后， 新 出版行政部 依法核 。年度核 的主要内容是：

（一） 持 人 是否仍具 持有新 者 的所有条件；
（二） 持 人 本年度内是否出 法行 ；
（三） 持 人 的登 信息是否 更。

通 年度核 的新 者 ，由新 出版行政部 核 年度核 ，并粘 到新 者 年度核
位置，新 者 的有效期以年度核 的 准。未通 年度核 的新 者 ，由 机
注 ，不得 使用。

任

第三十四条　新 机 及其工作人 反本 法的，新 出版行政部 其情 重，可采取下列
行政措施：
（一）通 批 ；
（二） 令公 ；
（三） 令改正；
（四）中止新 者 使用；
（五） 成主管 位、主 位 督整改。

本条所列行政措施可以并用。

第三十五条　新 机 工作人 有以下行 之一的，由新 出版 署或者省、自治区、直 市新
出版行政部 予警告，并 3 万元以下 款，情 重的，吊 其新 者 ， 成犯罪的，依法
追究刑事 任：
（一） 反本 法第十七条，从事有 活 的；
（二） 反本 法第十八条， 虚假 道的；
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（三） 反本 法第十九条， 借、涂改新 者 或者利用 便利从事不当活 的；
（四） 反本 法第二十条，未在离 前交回新 者 的。

第三十六条　新 机 有以下行 之一的，由新 出版 署或者省、自治区、直 市新 出版行政
部 没收 法所得， 予警告，并 3 万元以下 款，可以 停核 新 机 新 者 ，并建
其主管 位、主 位 其 人 予 分：
（一） 反本 法第六条，擅自制作、仿制、 放、 售新 者 或者擅自制作、 放、 售采

件的；
（二） 反本 法第八条，提交虚假申 材料的；
（三）未按照本 法第九条、第十条， 格 核采 人 格或者擅自 大 范 的；
（四） 反本 法第十六条，新 机 内未持有新 者 的人 从事新 采 活 的；
（五） 反本 法第二十条，未及 注 新 者 的；
（六） 反本 法第二十二条，未及 理注 手 的；
（七） 反本 法第二十八条，未履行 管 任、未及 符合条件的采 人 申 新 者 的

或者 聘用有 人 的；
（八） 反本 法第二十九条，未公示或公布有 信息的；
（九） 反本 法第三十二条，未按 参加年度核 的；
（十） 本新 机 工作人 出 第三十五条所列行 有管理 任的。

第三十七条　社会 或者个人有以下行 之一的，由新 出版行政部 合有 部 共同 ，
没收 法所得， 予警告，并 3 万元以下 款， 成犯罪的，依法追究刑事 任：
（一）擅自制作、仿制、 放、 售新 者 或者擅自制作、 放、 售采 件的；
（二）假借新 机 、假冒新 者从事新 采 活 的；
（三）以新 采 名 展各 活 或者 取利益的。

第三十八条　新 者因 法活 被吊 新 者 的，5 年内不得重新申 新 者 ，被追究
刑事 任的， 身不得申 新 者 。

附

第三十九条　国外及香港、澳 、台湾新 机 的人 在境内从事新 采 活 ，不适用本 法。

第四十条　本 法自 2009 年 10 月 15 日起施行。2005 年 1 月 10 日新 出版 署 布的《新
者 管理 法》同 止，本 法生效前 布的与本 法不一致的其它 定不再 行。

（日訳）
中華人民共和国新聞出版総署令第 44 号
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『新聞記者証管理弁法』は、2009 年 7 月 10 日新聞出版総署第 2 回会議において採択されたので、
今ここに公布し、2009 年 10 月 15 日により施行する。

新聞出版総署　署長　柳斌杰
2009 年 8 月 24 日

新聞記者証管理弁法

総則

第一条　新聞記者証の管理を規範化し、新聞記者の正常な取材活動を保障し、新聞記者と社会公
衆の合法的権益を守るため、関係法規と国務院の決定に基づきに本弁法を制定する。

第二条　本弁法は新聞記者証の受領申請、審査発給、使用と管理に適用される。
中華人民共和国域内でニュース取材編集活動に従事するには、新聞出版総署が審査発給した新聞

記者証を所持しなければならない。

第三条　新聞記者証は新聞記者の職務身分の有効な証明であり、域内新聞記者がニュース取材編
集活動に従事する際の唯一の合法的な証明書であり、新聞出版総署によって、法律に基づき統一的
に印刷制作され、かつ審査発給されるものである。

域内新聞機関は統一された様式の新聞記者証を使用する。

第四条　本弁法の称するところの新聞記者とは、新聞機関の編成内或は正式な任用を経て、専任
としてニュース取材編集の職域業務に従事し、あわせて新聞記者証を持つ取材編集人員を指す。

本弁法の称するところの新聞機関とは、国家の関係行政部門が法律に基づいて設立した域内新聞
出版単位、時事的定期刊物出版単位、通信社、ラジオ局、テレビ局、ニュース映画製作所など、
ニュース取材編集業務を備える単位を指す。その中で、新聞紙、時事的定期刊物の出版単位は国務
院新聞出版部門に認定される；ラジオ、映画、テレビ新聞機関の認定は、国務院ラジオ映画テレビ
行政部門の関係承認文書を根拠とする。

第五条　新聞記者が新聞記者証を所持し法律に基づいて、ニュース取材活動に従事する場合、法
律の保護を受ける。各級人民政府及びその職能部門、業務人員は合法的ニュース取材編集活動に必
要的な利便と保障を提供するべきである。

いかなる組織或は個人も新聞機関及びその新聞記者の合法的な取材活動を妨害、阻害してはなら
ない。

第六条　新聞記者証は新聞出版総署によって統一的に番号がふられるとともに、新聞出版総署
印、新聞記者証審査合格発給専用印、新聞記者証年度検証合格シールおよび当該新聞機関（或は主
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催単位）の公印が押されてはじめて有効となる。
その他いかなる単位あるいは個人も新聞記者証を制作、模造、発給、販売してならず、特に、取

材の使用に提供されるその他の正式な証明書を制作、発給、販売してはならない。

審査合格発給

第七条　新聞出版総署は全国新聞記者証審査発給の業務の責任を負う。省、自治区、直轄市新聞
出版行政部門は当該行政区域新聞機関の新聞記者証審査確認の責任を負う。

第八条　新聞記者証は新聞機関によって新聞出版行政部門に申請が行われ受領される。新聞記者
証を申請受領するには新聞機関によって事実に基づき記入された『新聞記者証受領登記表』、『新聞
記者証受領人員情況表』とすべての申請受領者の身分証、卒業証明書、従業資格証（研修合格証）、
労働契約のコピー等の申請報告資料が提出されなければならない。

第九条　新聞機関の中で新聞記者証を受領する人員は同時に下記の条件を備えなければならな
い：
（一）国家法律、法規及び新聞工作者職業道徳を遵守する；
（二）大学専科以上の学歴及び国務院関係部門に認定されたニュース取材、編集従業資格を備え

る；
（三）新聞機関の編成内において、ニュース取材編集業務に従事する人員、あるいは新聞機関に

正式に任用されニュース取材編集ポストの業務に従事し、かつ一年以上のニュース取材編集業務経
験のある人員。

本条の称する所の「新聞機関に正式に任用された」とは、ニュース取材編集人員とそれが在籍し
ている新聞機関とが労働契約を結んでいることを指す。

第十条　下記の人員には新聞記者証を発給しない：
（一）新聞機関の中の党務、行政、後勤、経営、広告、エンジニアリングなどの非取材編集職域

の業務人員；
（二）新聞機関以外の業務人員であり、新聞単位に原稿あるいは番組を提供する通信員、特約ラ

イター、特約記者、専任あるいは兼務で新聞機関のためにニュース原稿を取材、編集するその他の
人員；
（三）教育指導類の新聞紙、高等教育機関の校内新聞の業務人員及びニュース取材業務を持たな

い定期刊物編集人員；
（四）悪い従業記録を持つ人員、新聞出版行政部門に新聞記者証を取り消され、かつ処罰期限内

の人員及び刑事処罰を受けたことがある人員。

第十一条　中央単位が運営している新聞機関は主管部門によって所属の新聞機関取材編集人員資
格条件が審査確認された後、新聞出版総署に新聞記者証の受領申請を行い、新聞出版総署によって
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許可された後、新聞記者証が発給される。

第十二条　省及び省以下の単位が運営している新聞機関は主管部門によって所属の新聞機関の取
材編集人員資格条件が審査確認された後、その地の省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門に新聞
記者証を受領申請し、省、自治区、直轄市の新聞行政部門によって審査確認され、あわせて新聞出
版総署に報告し許可された後、新聞記者証が発給される。

その中で、地区、市、州、盟所属の新聞機関の中で新聞記者証を申請受領するには、地区、州、
盟の新聞出版行政部門の審査確認を経た後、省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門に報告しなけ
ればならない。

第十三条　記者ステーションのニュース取材編集人員の資格条件は当該記者ステーションを設立
した新聞機関によって審査確認され、主管部門が同意するとともに、記者ステーションの登記地の
省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門に新聞記者証を受領申請し、省、自治区、直轄市の新聞出
版行政部門が審査確認するとともに、新聞出版総署に報告し許可を受けたうち、新聞記者証が発給
される。

地区、市、州、盟において設立されている記者ステーションでは、新聞記者証の受領申請は現地
新聞出版行政部門に報告し等級ごとに審査確認を受けた後、省、自治区、直轄市の新聞出版行政部
門に報告すべきである。

新聞機関記者ステーションの新聞記者証には新聞機関及び記者ステーションの名称を明記すべき
である。

第十四条　解放軍総政治部宣伝部新聞出版局は解放軍と武装警察部隊（辺境防衛、消防、警備部
隊を含まず）の新聞機関記者証の審査確認発給業務の責任を負い、あわせて新聞出版総署へ記録に
留める。

第十五条　解放軍と武装警察部隊（辺境防衛、消防、警備部隊を含まず）系統以外は、新聞記者
証の受領申請、審査確認、発給と抹消業務は統一的に新聞出版総署の「全国新聞記者証管理および
確認検証ネットシステム」を通じて行う。

更新

第十六条　ニュース取材編集人員がニュース取材編集業務に従事するには、新聞記者証を持たな
ければならず、あわせてニュース取材の中で主体的に取材対象者に対し提示すべきである。

新聞機関の中でまだ新聞記者証を受領していない取材編集人員は必ず、当該新聞機関の新聞記者
証を持つ記者の引率のもとで取材活動を行わなければならず、単独でニュース取材活動に従事する
ことができない。

第十七条　新聞機関の非取材編集職域にある業務人員、非新聞機関及びその他の社会組織あるい
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は個人は新聞機関を装ったり、あるいは新聞記者を騙ってニュース取材活動を行ってはならない。

第十八条　新聞記者が新聞記者証を使用し、ニュース取材活動に従事する際は、法律規定と新聞
職業道徳を遵守すべきであり、ニュース報道の真実、全面、客観、公正を確保し、虚偽報道を編集
発信してはならず、虚偽のニュースを掲載放送してはならず、報道すべきニュースの事実を私的に
隠匿してはならない。

第十九条　ニュース取材活動は新聞記者の職務行為であり、新聞記者証は本人だけの使用に限定
され、貸与あるいは改竄してはならず、非職務活動に用いてはならない。

新聞記者は記者職務と関係ある有償サービス、仲介活動あるいは兼職、報償を得ることに従事に
はならず、ニュース取材業務を利用して、広告、発行、賛助等経営活動に従事してはならず、広告
類の会社を創設したり、あるいは株をもったりしてはならず、ニュース取材活動を利用して、不当
な利益を得ようとしてはならず、輿論の監督を利用して詐欺、恐喝、打撃報復等ニュース取材の権
利を濫用する行為を行ってはならない。

第二十条　新聞記者は新聞機関と労働関係を解消し、当該新聞機関あるいは取材編集職域から離
れた場合は職場から離れる前に主体的に新聞記者証を返却すべきであり、新聞機関はすぐに「全国
新聞記者証管理および確認検証ネットシステム」を通じてその新聞記者証の抹消申請をするととも
に、適時に回収した新聞記者証を新聞出版行政部門に委ねて廃棄させるべきである。

第二十一条　新聞記者証が汚損、破損などの原因によって引き続き使用できなくなった場合は、
新聞機関は原本を持って発給機関に行き新しい記者証と交換する。元の新聞記者証番号はこれと同
時に廃棄される。

第二十二条　新聞記者証を遺失したら、記者証所持者はすぐに新聞機関に報告しなければなら
ず、新聞機関はすぐに抹消手続きを行わなければならず、あわせて新聞出版総署あるいは省、自治
区、直轄市の新聞出版行政部門の指定するメディアに遺失公告を掲載しなければならない。

新に新聞記者証を再申請する必要がある場合、公告を載せた一週間後に発給機関に行き新しい新
聞記者証を再受領申請できるが、元の新聞記者証の番号はこれと同時に廃棄される。

第二十三条　新聞機関が解散された場合、すでに受領申請した元の新聞記者証は同時に無効とな
る。当該新聞機関の主管単位は廃棄された新聞記者証を回収し、それを発給機関に渡して無効とさ
せる責任を負う。

第二十四条　国内、国際的重要な活動を取材する際に、活動主催単位は一回限りの臨時取材証明
書を作ることができるし、臨時取材証明書の発給範囲は必ず新聞記者証の合法的所持者であり、新
聞記者証と一緒に使用しなければならない。



267解題　中国「新聞記者証管理弁法」について

第二十五条　新聞記者証は五年ごと一度統一して更新する。新聞記者証更新の具体的な手続きは
新聞出版総署によって別に定められる。

監督

第二十六条　新聞出版総署と各省、自治区、直轄市の新聞出版行政部門及び解放軍総政治部宣伝
部の新聞出版局は新聞記者証の発給、使用および年度確認検証などの業務の監督管理を行う責任を
負う。

各級の新聞出版行政部門は新聞記者の当該行政区域内においてのニュース取材編集活動に対し監
督管理を行う責任を負う。

新聞出版行政部門は調査把握した違法な事実に基づいて、悪い従業人員のファイルを作るととも
に適時に公開する。

第二十七条　新聞機関の主管単位は所属新聞機関の新聞記者証の受領申請、審査確認及び規範的
に使用に対する管理責任を履行し、所属新聞機関及び新聞記者が展開するニュース取材編集活動に
対する監督管理を強化しなければならない。

第二十八条　新聞機関は所属ニュース取材編集人員の資格条件の審査確認及び新聞記者証の受領
申請、発給、使用及び管理責任を履行し、新聞記者の取材活動に対して監督管理を行わなければな
らず、違法行為があった新聞記者に対し適時に調査処置を行わなければならない。

新聞機関は新聞記者証を所持し職場に行く研修および職場にあって研修を受ける制度を確立健全
にし、労働者使用制度及び社会保障制度を確立健全にし、適時に条件に合致した取材編集人員のた
めに新聞記者証を受領申請すべきである。

新聞機関は虚偽の報道、有償ニュース、ニュース報道を利用して不当な利益を得たり、違法に新
聞記者証を使用するなどの悪い従業記録を持つ人員を採用してはならない。

第二十九条　新聞機関は毎年定期的に新聞記者証の所持者の名簿と新たに新聞記者証を受領申請
した人員の名簿を公示し、その所属するメディアに「全国新聞記者証管理および確認検証ネットシ
ステム」のウェブアドレスおよび摘発電話を公表し、社会公衆が新聞記者証を確認するとともにそ
の監督を受けることができるよう利便を与えるべきである。

第三十条　被取材者及び社会公衆は新聞記者のニュース取材活動に対して監督を行い、“全国新
聞記者証管理及び確認検証ネットシステム”などのルートを通じて新聞記者証を確認検証し、記者
の身分を確認するとともに新聞記者の違法行為に対して摘発を行う権利を有する。

第三十一条　新聞記者が違法行為を疑われ、関係部門に立件調査されている場合、新聞出版総署
はその違法嫌疑の情状によって「全国新聞記者証管理および確認検証ネットシステム」を通じてそ
の新聞記者証の使用を中止させ、それぞれ異なる状況に基づいて法律に従って処理することができ
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る。

第三十二条　新聞記者証は年度確認検証制度を実行し、新聞出版総署と各省、自治区、直轄市の
新聞出版行政部門及び解放軍総政治部宣伝部の新聞出版局がそれぞれ中央の新聞機関、地方の新聞
機関と解放軍及武装警察（国境警備、消防、警備部隊を含まず）の新聞機関の新聞記者証の年度確
認検証業務の責任を負う。

新聞記者証の年度確認検証は毎年 1 月から始め、3 月 15 日以前に終了する。各省、自治区、直
轄市の新聞出版行政部門及び解放軍総政治部宣伝部の新聞出版局は 3 月 31 日以前に新聞出版総署
に年度確認検証報告を伝えなければならない。

新聞機関が規定に従って新聞記者証の年度確認検証を行わなかった場合、発給機関によってその
すべての新聞記者証は無効にされる。

第三十三条　新聞記者証の年度確認検証業務は新聞機関によって自ら調査を行い、「新聞記者証
年度確認検証表」に記入し、主管単位の審査検証を受けた後、新聞出版行政部門に報告して法律に
従って検証する。年度確認検証の主要内容は：
（一）記者証を持つ人員に新聞記者証を持つあらゆる条件を備えているかどうかを検査する；
（二）記者証を持つ人員に本年度内に違法行為が行われたかどうかを検査する；
（三）記者証を持つ人員の登記情報に変更があったかどうかを検査する。
年度確認検証を通過した新聞記者証は新聞出版行政部門によって年度確認検証シールが発給され

るとともに、新聞記者証の年度確認検証の位置に貼る。新聞記者証の有効期限は年度確認検証シー
ルの期限を基準とする。年度確認検証を通過しなかった新聞記者証は発給機関によって無効にさ
れ、引き続き使用することはできない。

責任

第三十四条　新聞機関およびその業務人員が本弁法に違反した場合、新聞出版行政部門はその情
状の軽重を見て、下記の行政措置を取ることができる。
（一）通報批判；
（二）公開での自己批判を命ずる；
（三）是正を命ずる；
（四）新聞記者証の使用を中止させる；
（五）主管単位、主宰単位に整頓改革の監督の責任を負わせる。
本条例で記載されている行政措置は併用することができる。

第三十五条　新聞機関業務人員が下記の行為の一つを行った時、新聞出版総署あるいは省、自治
区、直轄市の新聞出版行政部門によって警告が与えられるとともに、3 万元以下の罰金に処せら
れ、情状の悪いものは、その新聞記者証を取消、犯罪を構成するものは、法律に基づいて刑事責任
が追究される：



269解題　中国「新聞記者証管理弁法」について

（一）本弁法の第十七条に違反し、関係活動に従事した；
（二）本弁法の第十八条に違反し、虚偽の報道を編集送信した；
（三）本弁法の第十九条に違反し、新聞記者証を貸与、改ざんしたものあるいは職務の利便を利

用し、不当な活動に従事した；
（四）本弁法の第二十条に違反し、職場を離れる前に新聞記者証を返却しなかった。

第三十六条　新聞機関が下記の行為の一つを行った時、新聞出版総署あるいは省、自治区、直轄
市の新聞出版行政部門によって、違法所得が没収され、警告が与えられるとともに、3 万元以下の
罰金に処せられ、当該新聞機関の新聞記者証の承認発給を一時停止するとともに、主管単位、主宰
単位にその責任者に対して、処分を行うよう提案することができる：
（一）本弁法の第六条に違反し、勝手に新聞記者証を制作、模造、発給、販売した、あるいは勝

手に取材証明書を制作、発給、販売した；
（二）本弁法の第八条に違反し、虚偽の申告資料を提出した；
（三）本弁法の第九条、第十条に基づいて、厳格に取材編集人員の資格を審査確認しなかったも

のあるいは勝手に新聞記者証の発給範囲を拡大した；
（四）本弁法の第十六条に違反し、新聞機関内の新聞記者証を持参していない人員が、ニュース

取材活動に従事した；
（五）本弁法の第二十条に違反し、適時に新聞記者証を無効にしなかった；
（六）本弁法の第二十二条に違反し、適時に無効手続きの処理を行わなかった；
（七）本弁法の第二十八条に違反し、監督管理責任を履行せず、適時に条件に合致した取材編集

人員のために、新聞記者証を受領申請しなかったものあるいは規則に違反し関係人員を任用した；
（八）本弁法の第二十九条に違反し、関係情報を告示あるいは公布しなかった；
（九）本弁法の第三十二条に違反し、期限通りに年度確認検証に参加しなかった；
（十）新聞機関業務人員に第三十五条に記載されている行為が行われたことに対して管理責任を

負う。

第三十七条　社会組織あるいは個人が下記の行為の一つを行った時、新聞出版行政部門によって
関係部門と連携して調査し、違法所得が没収され、警告が与えられるとともに、3 万元以下の罰金
に処せられ、犯罪を構成するものは、法律に基づいて刑事責任が追究される：
（一）勝手に新聞記者証を制作、模造、発給、販売したものあるいは勝手に取材証明書を制作、

発給、販売した；
（二）新聞機関を装い、新聞記者を騙ってニュース取材活動に従事した；
（三）ニュース取材を名目にして各種活動を行った、あるいは利益を得た。

第三十八条　新聞記者で違法活動によって、新聞記者証が取消されたものは、5 年以内は新聞記
者証を新たに受領申請することができず、刑事責任が追究されたものは、終身新聞記者証を受領申
請することができない。
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附則

第三十九条　国外及び香港，マカオ、台湾の新聞機関の人員が域内でニュース取材活動に従事す
る場合、本弁法は適用されない。

第四十条　本弁法は 2009 年 10 月 15 日から施行される。2005 年 1 月 10 日に新聞出版総署が公
布した「新聞記者証管理弁法」は同時に廃止され、本弁法発効前に公布された本弁法と一致しない
その他の規定はこれ以上執行しない。
（陳淳美恵、黄慧作、金芳舟、雷佳、デギドルマ、周冠喬　翻訳・陳淳美恵、周冠喬　整理）

4．「インターネットニュースサイトにおける新聞記者証確認発給に関する通知」

（原文）
关于在新 网站核 新 者 的通知

（新广出 〔2014〕122 号）

各省、自治区、直 市新 出版广 局、网信 ，新疆生 建 兵 新 出版局、网信 ，解放
政治部宣 部新 出版局、网信 ，中央和国家机关各部委、各民主党派、各人民 体新 机 主

管 位，中央新 网站：

加强新 网站 者 伍建 ，提高 伍整体素 ，根据中央有关要求，按照《国 院关于授
权国家互 网信息 公室 互 网信息内容管理工作的通知》《互 网信息服 管理 法》《互 网
新 信息服 管理 定》《新 者 管理 法》等相关 定，决定在已取得互 网新 信息服
可一 并符合条件的新 网站中按照“周密 施、分期分批、 妥有序、可管可控”的原 核
新 者 。 将有关事 通知如下：

一、申 范

国家互 网信息 公室批准的，取得互 网新 信息服 可一 并符合条件的新 网站
中， 从事新 采 的在 人 。

下列人 不 新 者 ：（1）新 网站中党 、行政、后勤、广告、 行、 、技 等非采
位工作人 ；（2）新 网站以外的工作人 ，包括 新 网站提供稿件或 目的通 、特 撰稿

人、特 者， 或者兼 新 网站提供稿件的党政机关、企事 等 位的工作人 以及其他社
会人 ；（3）在新 采 活 中因 法 受 重 的人 以及有不良从 的人 。

新 网站采 人 申 新 者 不收取任何 用。

二、申 条件
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新 网站中申 新 者 的人 同 具 下列条件：
（一）遵守国家法律、法 和新 工作者 道德。
（二）新 网站 制内或者正式聘用， 从事新 采 工作且具有一年以上新 采 工作 的

人 。
（三）具 大学 科及以上学 。
（四） 得国家互 网信息 公室 的《互 网新 采 培 合格 》或新 出版广 行政部

的 格 。

三、申 程序

中央新 网站申 新 者 的人 国家互 网信息 公室 核后，由国家新 出版广 局核
；地方新 网站申 新 者 的人 所在地省 互 网信息主管部 和省 新 出版广 行政

部 核后， 国家互 网信息 公室 ，由国家新 出版广 局核 。
申 取新 者 的新 网站， 按照 定填 面申 材料（包括《 取中国 者网加密 端

申 表》《 取新 者 登 表》《 取新 者 人 情况表》等），并通 中国 者网“全国新
者 管理及核 网 系 ”（以下 称中国 者网，网址 http://press.gapp.gov.cn） 送 子材

料。中国 者网的加密 端由国家新 出版广 局免 提供。
（一）中央新 网站按照有关要求，填写和准 面申 材料， 国家互 网信息 公室 核并在

《 取中国 者网加密 端申 表》《 取新 者 登 表》的“主管部 （ 位）意 ” 章
后， 国家新 出版广 局 核并免 取加密 端，同 通 中国 者网 送 子材料， 国家
互 网信息 公室网上 核同意后，由国家新 出版广 局核 新 者 。
（二）地方新 网站按照有关要求，填写和准 面申 材料， 所在地省 互 网信息主管部
核并在《 取中国 者网加密 端申 表》《 取新 者 登 表》的“主管部 （ 位）意 ”

章后， 所在地省 新 出版广 行政部 核并免 取加密 端，同 通 中国 者网 送
子材料，依次 省 互 网信息主管部 、省 新 出版广 行政部 、国家互 网信息 公室网

上 核同意后，由国家新 出版广 局核 。

四、申

从 2015 年 1 月起及 符合条件的新 网站申 核 新 者 工作。

五、相关要求
（一） 保在新 网站核 新 者 工作 利 展，新 网站 格 核本 位申 人的 格

条件， 格控制 者 放范 ，在申 程中 如 填写相关表格，及 完整提交申 材料，按
完成新 者 的申 工作，并在今后的管理中 格遵守《新 者 管理 法》等有关 定； 不
如 填写申 材料或者提供虚假申 材料的，一律取消申 格；要指定 人 保管和使用加密
端，建章立制， 保数据 安全。
（二）新 网站主 及主管部 真履行 核 ， 格 核新 网站提交的申 材料，指 新
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网站按 完成新 者 核 工作，并不断加强 新 网站新 者的 督管理工作。
（三）各 新 出版广 行政部 、互 网信息主管部 要 一步完善工作 机制，各司其 ，
同配合， 格按照《新 者 管理 法》 定的 准、范 、程序核 新 网站新 者 ，加

强新 网站新 者的教育培 、日常管理、 法 等工作，推 新 网站采 人 伍建
。

国家新 出版广 局
国家互 网信息 公室
2014 年 10 月 21 日

（日訳）
「インターネットニュースサイトにおける新聞記者証確認発給に関する通知」
（新広出発 [2014]122 号）

各省、自治区、直轄市新聞出版放送テレビ局、インターネット情報弁公室、新疆生産建設兵団新
聞出版局、インターネット情報弁公室、中央と国家機関各部委、各民主党派、各人民団体新聞機関
主管単位、中央インターネットニュースサイト；

インターネットニュースサイトの編集記者隊列の建設を強化し、隊列全体の素養を向上させるた
め、中央の関係要求に基づき、「国務院の国家インターネット情報弁公室に権限を与えインター
ネット情報の内容管理業務の責任を負わせることに関する通知」、「インターネットサービス管理弁
法」、「インターネットニュース情報サービス管理規定」、「新聞記者証管理弁法」などの関係規定に
合わせ、すでにインターネットニュース情報サービス許可一類資質を取得するとともに条件に合致
したインターネットニュースサイトの中で「周密に実施し、時期を分け類別ごとに、穏当かつ順序
だって、管理できコントロールできる」という原則に従って新聞記者証を確認発給することを決定
した。ここに関係事項を下記のように通知する。

1．受領申請範囲
国家インターネット情報弁公室に認可され、インターネットニュース情報サービス許可一類資質

を取得するとともに条件に合致したインターネットニュースサイトの中で、ニュース取材編集業務
に専業として従事している在職人員。

下記の人員には新聞記者証を発給しない。（1）インターネットニースサイトの中の党務、行政、
後勤、広告、発行、経営、技術などの非取材編集職域の業務人員。（2）インターネットニースサイ
ト以外の業務人員、インターネットニュースサイトのために原稿あるいは番組を提供する通信員、
特約ライター、特約記者、専業あるいは兼業でインターネットニュースサイトに原稿を提供する党
政機関、企事業などの単位の業務人員及びその他の社会人員。（3）ニュース取材編集活動の中で法
律に違反し、規律に違反し厳しい処罰を受けた人員及び悪い従業記録のある人員。

インターネットニュースサイトの取材編集人員が新聞記者証の受領申請を行うのにいかなる費用
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も徴収しない。

2．受領申請条件
インターネットニュースサイトの中で新聞記者証を受領申請する人員は同時に下記の条件を備え

なければならない。
（1）国家の法律、法規および新聞工作者職業道徳を遵守する。
（2）インターネットニュースサイトの編成内あるいは正式に任用され、専業としてニュース取材

編集に従事し一年以上のニュース取材編集業務経歴をもつ。
（3）大学専科以上の学歴を備える。
（4）国家インターネット情報弁公室の交付した「インターネットニュース取材編集研修合格証」

あるいは新聞出版ラジオテレビ行政部門が交付した職業資格証を得ている。

3．受領申請手順
中央のインターネットニュースサイトの新聞記者証を受領申請する人員は、国家インターネット

情報弁公室の審査承認を受けた後、国家新聞出版ラジオテレビ総局によって承認発給される。地方
のインターネットニュースサイトの新聞記者証を受領申請する人員は、所在地の省級インターネッ
ト情報主管部門と省級新聞出版ラジオテレビ部門の審査承認を受けた後、国家インターネット情報
弁公室へ報告再審査後、国家新聞出版ラジオテレビ総局によって承認発給される。

新聞記者証受領申請するインターネットニュースサイトは規定に従って書面申請書類（「中国記
者ネット Encryption terminal 申請書」、「新聞記者証受領登記表」、「新聞記者証受領人員情況表」
などを含む）に記入し、中国記者ネット「全国新聞記者証管理および確認検証ネットシステム」

（以下中国記者ネットと略称する。サイトアドレスは http://press.gapp.gov.cn）を通じて電子資料
を送信する。中国記者ネットの Encryption terminal は国家新聞出版ラジオテレビ総局によって無
料で提供される。
（1）中央のインターネットニュースサイトは関係要求に合わせて書面申請書類に記入、準備を

し、審査承認のため国家インターネット情報弁公室へ報告するとともに「中国記者ネット
Encryption terminal 申請書」、「新聞記者証受領登記表」の「主管部門（単位）の意見」欄に押印
した後、審査承認のため国家新聞出版ラジオテレビ総局に報告するとともに、無料で Encryption 
terminal を受領し、これと同時に中国記者ネットを通じて電子資料を送信し、国家インターネッ
ト情報弁公室のネット審査承認同意後、国家新聞出版ラジオテレビ総局によって新聞記者証が承認
発給される。
（2）地方のインターネットニュースサイトは関係要求に合わせて書面申請書類に記入、準備を

し、審査承認のため所在地の省級インターネット情報主管部門へ報告するとともに「中国記者ネッ
ト Encryption terminal 申請書」、「新聞記者証受領登記表」の「主管部門（単位）の意見」欄に押
印した後、審査承認のため所在地の省級新聞出版ラジオテレビ行政部門に報告するとともに、無料
で Encryption terminal を受領し、これと同時に中国記者ネットを通じて電子資料を送信し、順次
省級インターネット情報主管部門、省級新聞出版ラジオテレビ行政部門、国家インターネット情報
弁公室のネット審査承認同意後、国家新聞出版ラジオテレビ総局によって承認発給される。
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4．受領申請期間
2015 年 1 月から適時条件に合致したインターネットニュースサイトの新聞記者証受領審査承認

発給工作を組織する。

5．関係要求
（1）インターネットニュースサイトの新聞記者証承認発給業務を順調に行うことを確保するた

め、インターネットニュースサイトは厳格に当該単位の受領申請者の資格条件を審査承認し、記者
証発給の範囲を厳格にコントロールし、受領申請の過程の中では関係書式に事実通り記入し、適時
に申請資料を整えて提出し、期限通り新聞記者証の受領申請業務を完了するとともに、今後の管理
の中で「新聞記者証管理弁法」などの関係規定を厳格に遵守しなければならない。申請報告資料を
事実通りに記入しなかったり、あるいは虚偽の申請報告資料を提供したものは、すべて受領申請資
格を取り消す。専従者を指定し Encryption terminal を保管使用し、利用規則を作り、データ通信
の安全を確保しなければならない。
（2）インターネットニュースサイトの主宰および主管部門は真剣に審査確認の職責を履行し、厳

格にインターネットニュースサイトの提出した申請報告資料を審査確認し、インターネットニュー
スサイトが期限通り新聞記者証の確認発給業務を完了できるよう指導しなければならず、併せてイ
ンターネットニュースサイトの新聞記者の管理監督作業を絶えず強化しなければならない。
（3）各級新聞出版ラジオテレビ行政部門、インターネット情報主管部門はより一層業務連動メカ

ニズムを整ったものにし、それぞれが職務を全うし、協力呼応し、厳格に「新聞記者証管理弁法」
の規定する基準、範囲、手順に合わせてインターネットニュースサイトの新聞記者証の確認発給を
行い、インターネットニュースサイトの新聞記者の教育研修、日常管理、法律違反法規違反調査処
理などの業務を強化し、インターネットニュースサイトの取材編集人員隊列建設を推進しなければ
ならない。

国家新聞出版ラジオテレビ総局
国家インターネット情報弁公室
2014 年 10 月 21 日



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


